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第４０５回南国市議会定例会会議録

第５日 平成30年12月14日 金曜日
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保健福祉ｾﾝﾀｰ
長寿支援 課 長 島 本 佳 枝 髙 橋 元 和

所 長

環 境 課 長 谷 合 成 章 農林水産 課 長 古 田 修 章

商工観光 課 長 長 野 洋 高 建 設 課 長 西 川 博 由

地籍調査 課 長 横 山 聖 二 都市整備 課 長 若 枝 実

会計管理者兼
上下水道 局 長 橋 詰 徳 幸 橋 田 裕 子

参事兼会計課長
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教 育 次 長 兼
伊 藤 和 幸 生涯学習 課 長 中 村 俊 一

学校教育 課 長
監 査 委 員 農 業 委 員 会

細 川 千 秋 土 橋 愛
事 務 局 長 事 務 局 長

消 防 長 小 松 和 英

―――――――――――＊―――――――――――

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 秋 田 節 夫 次 長 公 文 知 子

書 記 門 脇 智 哉
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議事日程

平成30年12月14日 金曜日 午前10時開議

第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

午前10時 開議

○議長（岡崎純男） これより本日の会議を開きます。

―――――――――――＊―――――――――――

一般質問

○議長（岡崎純男） 日程により一般質問を行います。

順次質問を許します。11番前田学浩議員。

〔11番 前田学浩議員発言席〕

○１１番（前田学浩） おはようございます。

通告に従いまして一般質問を行います。

まず、やなせたかし氏生誕100年事業は、ということでお伺いさせていただきます。

きょう、まさに都合よくと言うたら失礼ですけど、高知新聞に大きく出ておりました。見ま

したか、皆さん。１面目と10面目、10面目に大きく出ておりました。

それでは、質問に入ります。

南国市の観光の最強のコンテンツは、私は名誉市民であるやなせたかしさんではないかとい
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うふうにずっと思っております。そのやなせさんが幼少のころ南国市で過ごされたことは、も

っとＰＲすべきです。ちなみに、やなせたかしさんのウィキペディアをインターネットで調べ

てみますと、南国市の名誉市民であることが書かれておりません。南国市で過ごしたことも書

かれておりません。そしてきょうの新聞、10面目にでかでかと載っておりますが、旧香北町の

名誉町民であることは載っておりますけれど、南国市の名誉市民であることが載っておりませ

ん。なぜでしょうか。ＰＲが弱いからではないでしょうか。ぜひ、ウィキペディアは更新でき

ますので、編集、アップデートをお願いしたいと思います。

そのやなせたかしさんが、来年生誕100周年を迎えられるということでありますが、南国市

も来年60周年迎えるということで、ことしの６月からいろいろ企画を考えられてるということ

ですけれど、南国市の最強の観光コンテンツでもあると思います、やなせさんのビッグネーム

を活用した行事は計画されているでしょうか、まずお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 商工観光課長。

○商工観光課長（長野洋高） お答えいたします。

来年２月６日、親しみのある温かい人柄で多くの人から愛されたやなせ先生の生誕から

100年を迎えます。２月10日には後免町商店街、やなせたかしロードという愛称がついておる

んですが、そちらのほうで軽トラ市が行われ、また15回目を迎えたハガキでごめんなさい全国

コンクールの表彰式が実施されることから、この２月10日にやなせ先生、生誕100周年記念事

業を行ってはという話が出ています。やなせ公園での式典や軽トラ市、ハガキでごめんなさい

表彰式との連携など、内容については発案をいただいた地域の方々や、商工会、観光協会、市

の地域おこし協力隊、また中心市街地活性化に向けて連携をして取り組んでいただいておりま

す海洋堂などの有志によって、内容の検討を現在始めております。内容がまだこれからという

ことはありますが、みんなでやなせ先生への感謝の気持ちをあらわし、やなせ先生にも喜んで

いただけるような行事になるようにと考えております。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） ありがとうございました。

内容がやっぱり、ちょっとしょぼいですよね。これではやっぱり名誉市民であるやなせさん

の取り扱いが低いというふうに思います。まあ、予算計上しておらなかったら仕方がないこと

だとも思いますけれど、１つの提案ですけれど、市長と議長には交際費があると思います。名

誉市民のやなせさんに対する行事に対して交際費を使うということは、私は別に構んのではな

いかなというふうに思いますので、ぜひ両者検討していただいて、今商工観光の予算がなけれ
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ば、交際費でちょっと考えていただいたらというふうに思います。市長、構わんかったら御所

見を。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 確かに、市長、議長には交際費ございます。ただ、その交際費の支出に

つきましては、やはり地方公共団体の長、またはその他の執行機関が当該団体を代表し、外部

とその交渉をするために使う経費ということになっておりますので、この場合はやなせたかし

先生を顕彰する事業ということになろうと思います。ですので、きちっと事業費に計上すると

いうことが必要になってくると思います。その事業費につきましては、やはり予算の流用とか、

予算の流用で対応できない場合は、予備費を充用することもできますので、そういったことで

対応できると思っております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） ぜひ、その２月10日のイベントのテレビニュースとか、後の新聞記事

には、南国市の名誉市民のやなせ氏のイベントであるということがはっきりわかるように、何

とぞよろしくお願いいたします。

次の質問に入ります。

やなせたかしさんは後免町駅の愛称である、ありがとう駅を提唱され、そのようにありがと

う駅となっております。そのありがとう駅の活用が十分ではないと思いますが、これまでのあ

りがとう駅の活用と今後の活用予定をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 企画課長。

○参事兼企画課長（松木和哉） ありがとう駅の活用ということでございますけれども、後免

町駅の愛称ありがとう駅は、平成16年、やなせたかし氏から、ごめんとありがとうが隣り合う

優しい心になれるまちづくりを進めてはと提案をいただきまして、後免町の活性化につなげる

ことを目的に名づけられました。このありがとう駅の活用につきましては、平成19年にごめん

・なはり線開業５周年記念事業としまして、ごめん駅、ありがとう駅というユニークな駅名を

紹介するとともに、ハガキでありがとう全国コンクールを実施をしたところでございます。平

成21年度には、市制施行50周年記念事業としまして、市内外の有志からの御寄附もいただきま

して、市、商工会、ごめん町まちづくり委員会が協力しまして、やなせ氏作のごめん生姜地蔵

を広場内に設置をいたしました。また、平成27年には、南国市ＰＲ動画におきまして、後免駅、

ありがとう駅の映像とともに、ごめん、ありがとうの町南国市の紹介を加えておるところです。

これ以外に活用という面では、特に取り組みはできていないというところでございます。
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今後の活用につきましては、後免駅と合わせた活用をこれから考えていく必要がありまして、

さらにアンパンマンキャラクターの石像が設置されたやなせたかしロード、やなせ氏の母校で

あります後免野田小学校、そしてやなせ氏が育った柳瀬医院の跡地でありますやなせたかし・

ごめん駅前公園など、市内にあるやなせ氏ゆかりの場所、こういうものを含めた本市全体のや

なせブランドを生かしていきたいというふうに考えております。また、名誉市民でありますや

なせ氏が本市に行っていただきました功績等も紹介しまして、やなせ氏ゆかりの地南国市を情

報発信していければと考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） このごめん・なはり線につきましては、先日議員向けの説明会で課長

のほうからいろいろ御説明ありまして、その中で、ごめん・なはり線の協議会の打ち合わせの

ときには、残念ながらその線を利用していないというようなことをおっしゃられておりました。

結局、構成自治体職員でさえ、ふだんの協力をしていないのではないかなというふうに感じま

した。先ほど、市制60周年の話もしたわけですけれど、せっかく大きなイベントで、先生の生

誕100周年も重なるわけですので、関係市町村と連携をとって、ごめん・なはり線の中でそう

いうイベントもやっていただいたらどうかなというふうに思いますので、ぜひ今度の協議会で、

そのようなお話をしていただいたらというふうに思います。

今回のやなせたかし先生の質問をするということでお話ししますと、同僚議員から以前５時

のチャイムのときに「手のひらを太陽に」を流したらどうかという提案があったと思いますけ

ど、まあ著作の関係がいろいろあるとは思いますが、１年だけでも「手のひらを太陽に」を流

していただけるように御検討いただいたらと思います。

この「手のひらを太陽に」は、私議長時代に視察に来ていただいた自治体には、常にこのお

話をさせていただいたんです。この「手のひらを太陽に」は非常に明るい歌なんですけれど、

実はその誕生の秘話がございまして。先生が非常に苦労されてたときに、夜中に裸電球に手を

当てて、そのときに流れてた血潮を見てあの歌はできたということを聞いておりますので、そ

ういった誕生秘話も含めて、また、そこには小動物がたくさん出てまいりますけれど、その小

動物に触れたのは、多分南国市で生活してたころではないかなというふうに思いますので、ぜ

ひその「手のひらを太陽に」を使っていただいた展開というのも考えていただきたいというふ

うに思います。

それでは、次の質問に入ります。

きょう議長の許しを得て、皆さんのお手元に図を配付させていただきました。これは1962年、
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これ実は私生まれた年なんですけれど、スタンフォード大学の教授が提唱したイノベーター理

論というものでございます。これは新しい商品、新しいシステム、新しい仕組みがどうやって

普及していくかっていうものをあらわしたものです。これちょっとわかりやすく説明するとき

に、私がいつもお話させてもらってるのは、スマートフォンのｉＰｈｏｎｅの普及の仕方が、

これちょっと説明できるような図になってます。つまり、この一番左のイノベーター、ここに

はいわゆるオタク、すぐ受け入れる層がございまして、この2.5％というのはすぐ飛びつく層、

ですからｉＰｈｏｎｅが出ますともうすぐ飛びつく、外国から取り入れてすぐ飛びつくのはこ

ういう層になるわけですね。ほんで、次のアーリーアダプターというのは、ソフトバンクさん

がｉＰｈｏｎｅを取り扱うことになって、これに飛びついた層がこの辺になってくる。それで、

そのイノベーターの2.5％と次のアーリーアダプターの13.5を足した16、この16％のところに

普及の壁っていうのが存在するというふうに言われております。キャズム、大きな溝がここに

あるというふうに言われてるんですけれど、この大きな溝をｉＰｈｏｎｅがどういうやって突

破したかって言いますと、これは勝手な僕の考えですけれど、これはａｕさんが取り扱いを始

めたからではないかなというふうに思っております。ａｕさんがｉＰｈｏｎｅを取り扱うこと

によって、この普及の壁をどんと越したと、どんと越して次のアーリーマジョリティーに入っ

ていくわけですけど、ここでいよいよドコモさんが参入してきたということで、大きな層をｉ

Ｐｈｏｎｅは日本のシェアにおいて取り組むことができたと。それで、これはメーカーの都合

ですから、メーカーとしてはもうこの辺でいいわけです、もう大きな層をとったら。もうそっ

から先は経費的には多分無駄になりますので、これでいいわけです。

でも、こっからお話する情報化、それと地域づくり、これ私は地域づくりでよくこの図使っ

てお話さしていただくんですけれど、行政がやる情報化、地域づくりは、このアーリーマジョ

リティーまでで終わってはいけない。そっから先の層も味方にしないといけない。地域づくり

においても、この一番右のラガード、流行に鈍い、関心が薄い、この層の人たちをのけものに

してはいけない。それで、公民館活動のときにこの話を私いつもするんですけれど、この一番

右の端の人は、やっぱり公民館活動には参加してくれない、感心すら持たない。でも、この人

たちを無視していいのか、無視してはいけない。それは税金でやってるからだと思います。

だから、この右側の人たちを取り込むために今一生懸命やってるのが健康づくりであったり

防災活動、つまり私は関係ないよということが言えないはずなんです、防災にしても健康づく

りにしても。私は病気になりたいという人は多分いません。防災も、いざとなったときに、私

はほっちょってくれって言う人は余りいないと思います。だから、その２本柱でやっている。
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それで、でもこれはうまくはいきません。せいぜい先ほど言いましたイノベーター、アーリー

アダプター、つまり十数年かけてもやっとその辺だと自分では理解してます。自分ではその

16％ぐらいしか仲間にとれてないから次を目指してるわけです。次を目指してるから何をして

るかというと、今週新聞記事にもあった自治公民館での展開なんですよね。公立公民館に来な

い人たちをどうやって味方にするか、これは自治公民館行くしかない。自治公民館での展開が

ここです。そっから先うまいことつなげていくというのが私の考えでございます。

ちょっと前置きが長くなりましたけれど、質問に入らせていただきます。

市の情報化についてですが、南国市のフェイスブックの「いいね」登録数は644件で、四万

十市、人口１万人以上少ないんですけれど、四万十市は2,591件です。この数字の差をどう考

えておられますか。また登録数はなぜふえないのですか、担当課長にお伺いします。

○議長（岡崎純男） 情報政策課長。

○情報政策課長（原 康司） 前田議員さんの御質問にお答えいたします。

県内の自治体の公式フェイスブックの「いいね」の状況を確認してみました。前田議員さん

が言われるとおり、南国市は他市より「いいね」が少なく見られました。掲載されている投稿

数は、他市の公式フェイスブックに比べても遜色ございませんので、これを見ますと、投稿を

見ていただけるような取り組みが不十分ではなかったかと感じたところでございました。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） その登録数を先ほどのイノベーター理論で言いますと、南国市はオタ

ク、オタクさえもつかんでないというような状況で、四万十市さんは、何とかアーリーアダプ

ターの層までいって、この先ほど言いました普及の壁、16％に向かっていってる。この16％を

超えると一挙に進んでいくということですので、今よりもっともっと頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

それで、次の質問ですけれど、現在フェイスブックをやってるということですけど、ツイッ

ターのリンクはしてないと思いますが、これはどうしてやってないんでしょうか。それで、Ｓ

ＮＳの公式サイトを押さえないと、ほかの方が南国市と名乗ることも可能なわけですので。Ｓ

ＮＳって関係ないよっていう時代ではもうとっくにないわけですので、公式ツイッターのアカ

ウント名を押さえていただきたいというふうに思います。

さらに、観光面でやっていこうとすると、インスタグラムももう既に普及してるわけですの

で、先日なんか「ごめんのよってこ」のほうはインスタグラム始めたらしいんですけれど、そ

のあたりも取り組む必要があると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。これはもう答
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弁結構ですので、公式アカウントをとって、アーリーアダプターを取り込むような努力をして

もらいたいと思います。

次に、防災について質問をいたします。

防災行政無線についてですが、私の家はスピーカーがついてる小学校から直線で200メート

ルぐらいしか離れてないんですけれど、家の中にいれば何を言っているのかわかりません。庭

に出ても、言葉は単発にはわかりますけれど、文章として何を言っているのかわからないんで

すけれど、この対応についてお伺いします。

また、市のホームページによりますと、11月30日から電話で放送内容を確認できるという対

応を始めたっていうことなんですけれど、市民の方は本当に市役所に電話をかけて問い合わせ

するんでしょうか。お伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 危機管理課長。

○危機管理課長（山田恭輔） 前田議員さんの御質問にお答えいたします。

まず、先ほど御質問の前に防災行政無線の音楽の放送のやなせたかし先生の件がございまし

たので、５時に現在、音楽を放送を流しておりますけれども、「手のひらを太陽に」の音楽を

流したらどうかという御質問がございましたが、著作権などのおっしゃられるとおりございま

すけれども、それなどを調べまして検討をしてみたいというふうに考えております。

続きまして、音声が聞こえず、届かず、対策はということでございますけれども、現在音声

が届かず聞こえないという御指摘をいただいたところには調査を行い、屋外子局の増設が必要

であるかの検討を行い、実際の整備をしている箇所がもうございます。しかしながら、前田議

員さんの地域のように、ふくそうや反響など、屋外子局の増設だけでは解決が難しいケースに

ついては大変苦慮しているのが現状でございます。

おっしゃられるとおり、現在その放送内容の確認をしていただけるようにお願いをしており

まして、専用ダイヤルのことを載せて確認をしていただいているということでございますが、

やはり議員さんがおっしゃられるとおり、毎回ちょっと聞こえにくいとか、中身がどういった

ことがかかっているとかということでお電話をいただくこともございます。そのときには、防

災行政無線、11月の広報には載せておりましたけれども、開始当時からやっておりましたので、

ＰＲが周知が足らなかったということもございますけれども、開設当時からそういう専用ダイ

ヤルのことはやっておりました。現在のところやはり専用ダイヤルにかけていただくというこ

とで通話料が必要になりますので、今後はその専用ダイヤルのフリーダイヤル化を進めたいと

いうふうにも考えております。
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また、このほかにも登録制メールといったものを考えておりまして、放送内容をメールで即

時受信できる仕組みを構築していく予定でございます。このようなメールの制度ができました

ら、運用開始の際には、市民の皆様により活用していただけるように、より周知を図っていき

たいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） メールでの配信ということでお話しいただいたんですが、そのように

私も文字での伝達がやっぱり一番だというふうに思っております。ただ、メールもそうなんで

すけれど、ことし非常に災害の多かった年でございまして、ことしの漢字は「災」、災いとな

ったわけですけれど、ことしの夏の北海道地震をずっと見てまして私が感じたのは、ＮＨＫで

非常に文字情報伝達が多かった。特に、今回の夏、私は思ったのは、スマートフォンの充電場

所、充電場所さえ載せてた、どこそこの何々支店とかですね。やっぱり、ＮＨＫのその画面を

活用をフルにするということが大切じゃないかなというふうに感じました。また、うちはテレ

ビ高知の株主でもありますので、テレビ高知さんにちょっとお願いするとか、そういうテレビ

を使って有効に展開するのがいいかなというふうに感じております。

次に、高知県の南海トラフ地震対策課は、ことし８月からＬＩＮＥでの情報提供を始めてお

ります。目的は、南海トラフ地震対策の啓蒙活動として、地震からの備えに役立つ情報、イベ

ント、講演会、訓練などをお知らせするようです。このＬＩＮＥは、東北震災から生まれたと

いうふうに言われているんですけれど、先週の12月６日にソフトバンクさんの通信が４時間ぐ

らい遮断されました。しかし、このときもＬＩＮＥはできてたということなんですよね。だか

ら、先ほどのフェイスブック、ツイッター、インスタグラムって言いましたけれど、この防災

についてはＬＩＮＥの強化というものをやっぱりしていかないといけないんじゃないかなって

いうふうに思っております。うちの地区でも、小学校のＰＴＣＡがＬＩＮＥグループつくって

やってるんですけれど、余り行事だけしか使ってないんですけれど。でもそのＬＩＮＥを持つ

ということは、先ほど言いましたように、緊急時に生きてる線、線っていうかライフラインで

すのでまさに、ですからその辺を無料ですから有効活用していただきたいというふうに感じま

す。まあ、これはお願いです。

次に、教育についての話をさせていただきます。

平成22年度のＩＣＴ絆プロジェクトから、久礼田、奈路でのＩＣＴの事業展開が進んでおり

ますが、以前議会でも指摘をさせていただいたように、このＩＣＴの水平展開はどのように進

んでるんでしょうか、お伺いさせていただきます。
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○議長（岡崎純男） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（伊藤和幸） 御質問にございました、平成22年度にＩＣＴ絆プロ

ジェクト事業の導入によりまして、ＩＣＴを活用しました協働学習の実践モデル校としまして、

久礼田小学校並びに奈路小学校を指定し、実践研究を進めてまいりました。この事業は現在も

継続しておりまして、ＩＣＴ支援員を配置し、より事業成果が高められるように努めていると

ころでございます。

少しその成果を具体的に申し上げますと、久礼田小学校におきましては、タイピング能力向

上の取り組みの成果が顕著にあらわれておりまして、本年度は既に10分間のタイピング文字数

が1,000文字を超える児童も２名誕生いたしました。また、奈路小学校におきましても、昨年

度全国複式教育研究会が奈路小学校を会場に開催されましたが、ＩＷＢを初めとするＩＣＴを

効果的に活用した複式教育の実践が高い評価をいただくなど、確実にその研究実践が積み上げ

られているものと考えているところでございます。

平成23年の12月議会で、前田議員さんからＩＣＴ教育の重要性と今後のＩＣＴ教育のビジョ

ンについての御質問の中で、スピードアップされたＩＣＴ教育をというふうに御指摘をいただ

いておるところでございました。現在、市内全小中学校の普通教室への無線ＬＡＮの整備もで

きまして、１学級分の児童生徒が全員使用できます数のｉＰａｄも導入しております。また、

鳶ヶ池中学校におきましては、電子黒板も導入しております。

御指摘のございました本事業の水平展開というべき姿には十分ではまだございませんが、平

成32年度から全面実施となります小学校新学習指導要領では、情報活用能力が、言語能力、問

題発見・解決能力等と同様に学習の基盤となる資質・能力と位置づけられておりまして、各学

校においてコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環

境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが明記されておりまして、その

ために小学校ではプログラミング教育が必修化されるなど、今後の学習活動におきまして、積

極的にＩＣＴを活用することが必須であることからも、今後もＩＣＴ教育の整備と推進に努め

たいというふうに考えているところでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） ＩＣＴ関係ですけれど、先ほどそのタイピングのスピードをおっしゃ

られたんですけど、もう既にそういうのは産業レベルでは望んでいなくて、スマホでのフリッ

ク入力になってるわけですので、そういうその評価はもうちょっと時代には大分おくれてるん

じゃないかなっていうふうに感じました。
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これは先日の浜田和子議員の質問にもありましたけれど、小中学生のかばんの荷物の重さと

か、これはアップルのスティーブ・ジョブズが末期がんになられて、最後に何を望んでたかっ

ていう話の中で、彼は最後に何をしたかったかっていうと、デジタル教科書なんですよね、デ

ジタル教科書。だから、そのデジタル教科書であれば、かばんはもう軽くなるわけですので、

もうそっちへ行ってると。それプラス、文科省サイド、まあ学校現場だと思うんですけれど、

ＩＣＴに非常に遅くて、経産省が今未来の学校、未来の教室プロジェクトといって、経産省か

らもう待ち切れなくて動き始めたということが現状だというふうに思っております。

ですから、スマートフォンの学校への持ち込み云々という議論は常にあるわけですけれど、

大阪ではもう来年度からスマホの持ち込みをさすということになるというふうに聞いておりま

す。ですから、今の話じゃないですけど、スマホ学校の持ち込みのデメリットはあるかと思う

んですけれど、これはもう生きる力そのものであって、またこれは人類の科学技術の進歩のま

さにこれが進歩の成果ですので、それを外した未来はありません。前にも言いましたけど、読

み書きそろばんの時代はとっくに終わっておりますので、その辺のもう腹のくくり方というも

のは教育現場ではしないといけないし、先ほど言いましたように、経済界はもう待ち切れない

ということですので、その辺の御検討を進めていっていただきたいというふうに思います。

次に、質問をいたします。

いじめなどの早期発見を目的に、ＬＩＮＥと専用アプリの開発をして、自治体が取り組んで

いるところも実際出てきてまいりました。昨年度、千葉大学と柏市教育委員会なんかが、同市

の公立中学校を対象にアプリを提供してやって、それで相談件数が急増しているというような

効果も出ているそうです。今のお話で、質問しようと思ったんですけれど、やっぱりそういう

ふうに、今回の質問の最初からなんですけれど、安く使えるツールがあって、安く使えるアプ

リがあるわけですので、そこをやっぱり利用しないといけない。それで、繰り返しになります

けれど、子供たちにはメディアリテラシーを教えていくという方向に移らないと、いつまでも

スマホはいけない、いけないだけではもうやっていけない。先ほど言いましたように、もう命

のツールですから。北海道大地震でもありましたように、みんなが一番求めるのは充電器だっ

たわけですから。充電場所だったわけです、現実として。ですから、その辺ももう何回も繰り

返しますけれど、腹のくくり方をしないといけないというふうに思っております。お願いです。

次に、農業。

農業で非常に、ほ場整備で私も苦労しております。先ほどのイノベーター理論でいきますと、

やっとラガード、ちょっと同時配信されてるので言いにくいんですけど、頑固な人たちも何と
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か仮同意をいただけるような状況になりました。でも、この図を見て、ああ私もそうかなと思

ったのは、去年の今ごろ、多分この85ぐらいだったと思うんですよ。やっぱり頑固な人たちは

頑固な人たちなんです。それで、でも頑固な人たちをいかに納得してもらうかというのが大変

な作業だったと思うんです。ですから、なぜ頑固かと今いろいろ考えたら、やっぱりその人た

ちはこだわりも当然持ってるだろうし、それで未来を信じてない、未来に明るさを感じてない

からだというふうに思います。

それで、農業については、ＴＢＳドラマにもあるように、非常にこれから伸びしろのある産

業ではないかなというふうに思っております。実際、ＢＳフジを見ていますと、コマツの会長

さんが出てきてお話されてたんですけれど、石川県ではＩＣＴブルドーザーとＶ溝直播機、直

播機これ初めて知ったんですけれど、これによって農地基盤整備と農作業の効率化を進めて、

生産コスト４割減、作業時間３割減を実現できるというふうにコマツさんは声高々におっしゃ

っておりました。ですから、今言いましたように、一番伸びしろがあるのは実は農業分野じゃ

ないだろうかというふうに私も思っております。ですから、その辺のお話を、これから換地、

本同意に向かっていくわけですけれど、その辺のお話は我々推進委員ではできません。知恵も

なければ能力もないわけですので、ぜひその辺のことを行政にお願いしたいんです。

かつて私が中学校のときに、ヤンマーのコマーシャルで三和の農家さんが出てて、記憶ある

でしょうか、やっぱりヤンマーは活着が違うというコマーシャルがありました。活着ってなん

なあいうて中学校でえらい言うてたんですけれど、それだけ南国の農業が全国発信される時代

もあったわけです。ですから、課長にもこの間お話しましたですけど、例えばヤンマー農機さ

んなんかと連携をして、夢のある農業が語れるようなことをしていただきたい。その辺のこと

について、課長、御所見をお願いいたします。

○議長（岡崎純男） 農林水産課長。

○農林水産課長（古田修章） 前田議員さんの農業の情報化という御質問でございます。

ロボットとかＡＩまたＩｏＴ等の先端技術を活用した農業のことをスマート農業と呼んでお

るわけですけれども、日本の農業現場では担い手の急速な高齢化、労働力不足というのが深刻

となっておりますが、このスマート農業の活用によって、農作業における省力化、軽労化とい

うことをさらに進めることが可能になると。それで担い手不足の解消や栽培技術の継承という

ところでも期待ができるということから、農林水産省のほうでも積極的に今推進をされている

ところでございます。

また、本市が現在取り組んでおります国営のほ場整備事業の事業計画、営農計画の中では、
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さまざまな可能性につきましてもワーキンググループの中でそれぞれ検討しておるわけですけ

れども、そのスマート農業につきましても大規模化、集約化を考えていく上で有効な技術であ

るということはもちろん認識されておりまして、検討もしているところでございます。現在、

高知県で推進されております環境制御技術を整備した次世代型の園芸用ハウス、こちらにつき

ましてはこのスマート農業に含まれるというものでございますけれども、事業計画の中でも次

世代型園芸ハウスの団地として整備する区域というのも計画することとしております。

また、稲作、露地野菜等の土地利用型農業に取り組む区域におきましても、スマート農業に

取り組むことで、生産プロセスやコスト管理等の見える化による経営・栽培管理のシステム化、

自動走行トラクターのアシスト機能による夜間作業が可能となること、またトラクター等の有

人機、無人機での協調作業ができるということなどによる作業時間の大幅削減、ほ場の水管理

システムによる給排水の遠隔・自動制御化など、さまざまな効率化、低コスト化を図ることが

可能となります。特に、基盤整備をされた広大なほ場における土地利用型の農業であれば、耕

起、播種、薬剤散布、収穫などの自動運転システムというものを有効活用していくことで、さ

らに農地を集積していくということも可能となりますので、計画の中ではまだ検討段階という

ことでありますけれども、担い手となる方にはもうぜひ取り組んでいただきたいと考えており

ます。整備後の担い手となる農家や法人がぜひスマート農業に取り組みたいという意向が確認

できれば、事業計画の中に盛り込むことも可能ということでございますので、南国市のほ場整

備した後の農地におけるスマート農業に対する啓発というところにつきましても、県やＪＡと

も連携しながら、さらなるもうかる農業の実現を目指して推進していきたいと考えております。

それからまた、高速道路や空港などがある立地条件、それから温暖な気候、加えて大規模な

国営ほ場整備事業の計画がある本市での農業参入というのを希望されている企業もおられると

お聞きをしておるところです。石川県の事例のように、地元企業とどのような形で取り組める

のかというところはまだわからないところでもありますが、ヤンマーにつきましても、自動運

転の農業機械というのは既に各種開発され販売もされておりますので、ほ場整備を契機とした

何らかの連携の可能性というのにも、今後も期待していきたいと考えております。以上でござ

います。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） ぜひお願いいたします。

農業基盤整備で、いろんな高齢者の方にお話を聞きますと、もう私は考えとうない、もうこ

のこと考えたらずつないというようなことを何回も聞きました。でも、農業は一番伸びしろの
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ある産業だと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。

最後に、福祉、マイナンバーカードについてお伺いいたします。

マイナンバーカードの普及の件なんですけれど、昨年度総務省の事業を受けてたと思います

けれど、その事業の成果について改めてお伺いいたします。また、国全体の普及率、県の普及

率もあわせてお答えください。

私は、このマイナンバーカードはこれからも活用はふえていくと思います。それと大切なこ

とは、災害弱者をつくらないために、そのために情報を充実していくというのが本来の目的だ

というふうに思っております。つまり、情報弱者が災害弱者になるとも言われているわけです

ので、マイナンバーカードの普及については、そのあたりのこともあわせて普及に取り組んで

もらいたいということで、担当課長の答弁を求めます。

○議長（岡崎純男） 市民課長。

○市民課長（崎山雅子） マイナンバーカードの普及率は、10月末現在で、国の普及率

12.06％、高知県7.13％、南国市は5.88％です。３月に６％台であった県全体の普及率は７％

を超えましたが、全国ワーストワンという状況は変わらず、ワーストツーの県でも８％を超え

ているという状況になっております。そこで、マイナンバーカード普及と災害時、健康に関す

ることで、昨年度まで総務省事業ということでやっておりましたが、その成果はマイナンバー

カードの普及率という形ではまだあらわれておりません。ただ、先ほど議員言われましたとお

り、マイナンバーカードは災害弱者をつくらないためのカードであるということもありまして、

広く展開するためのシステム整備中ということもあり、市民の皆さんへの積極的な展開はまだ

できておりませんが、マイナンバーカードは命を守るカードということで普及を図ろうとして

います。

マイナンバーカードには公的個人認証の機能があり、これはインターネットにおける信頼性

の高い認証サービスとして整備をされているものです。本市では、個人の健康情報を一元的に

管理していただくツールを整備し、それへのログイン認証のためにマイナンバーカードを利用

する仕組みを構築いたしました。まずは母子情報システム、このところ風疹の流行が問題にな

っていますが、御自分が風疹に罹患した、または風疹の予防接種履歴があるという記憶は普通

曖昧なものです。これをいつでもスマホで確認できる仕組み。また、災害時に慢性疾患を抱え

ている方が、日ごろ飲んでいる薬を電子お薬手帳に登録さえしていれば、避難所で確実に医療

関係者が把握できる仕組み。県内の薬局ではＱＲコードを出してもらうように伝えれば、ほと

んど対応できるとも伺っておりますので、環境は整備されてきております。少し整備がおくれ



－253－

ている部分がありますが、現在整備をしております機能が付加された時点で、マイナンバーカ

ードは災害時に命を守るツールであることを積極的に市民の皆様に宣伝し、普及を図りたいと

考えております。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） 国の普及率は十数％ということで、先ほどのこのイノベーター理論で

いいますと、国は多分この普及の壁である16を突破するために、さまざまな消費増税対策をマ

イナンバーと絡めてやっているんではないかなというふうに思っております。

最後に、市長に質問をさしていただきたいんですけれど、このマイナンバーカードについて

は、監査委員さんから意見書として出されております。ちょっと読み上げます。

マイナンバーカードについて、マイナンバーカードの普及促進に向けて対策本部を立ち上げ、

全庁的な取り組みを始めているところであるが、職員自体の取得は低い。市民に取得を推奨す

る立場の職員が率先して取得するよう努められたい、というふうに監査委員からの指摘がござ

いました。

これに対しての市長のお考えと、そして、どのように職員に指示を出されましたか、お伺い

さしていただきます。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 今、前田議員さんが読み上げられました監査委員の指摘につきましては、

真摯に受けとめているところでございます。マイナンバーが国の基盤として整備をされ、今後

の行政運営はマイナンバーやＩＣＴを利用して、いかに効率的に行うかということを各自治体

が工夫をしていくという課題が投げかけられているところでございます。そのような中で、自

治体の職員が自身で取得し、まず使ってみる。ここから始めなければ普及率のアップというの

は望めないというふうに私も思います。

監査委員の指摘にもありましたように、市民の皆様に取得を勧める以上、職員が率先して取

得し、普及促進に努めるべきことは言うまでもなく、私自身も早い段階で取得しまして、これ

まで再三にわたり課長会でもマイナンバーカードの取得については話をしてまいりました。し

かしながら、監査委員の指摘にありますとおり、まだ取得については不十分な状況でございま

す。所属長につきましても、全員が取得している状況にはなく、先ほど対策本部ということが

監査委員の指摘にもございましたが、個人番号カードの普及推進対策本部におきまして、取得

も働きかけておるところでございますが、職員全体の取得率アップにはつながっていないとこ

ろです。マイナンバーカードの普及のため、職員一人一人がマイナンバーカードの意義を認識
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して、市民に対する広報員としての自覚を持たなければならないと考えてます。強制はできま

せんが、所属長を通じて、なお職員に取得を促すとともに、遅きに失した感はありますが、職

員研修を実施して、取得率の向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 前田議員。

○１１番（前田学浩） ありがとうございます。

このマイナンバーカードの普及については、総務省からわざわざ事業をとってやってるわけ

ですので、そのあたりの認識をお願いしたいと思います。

以上で質問を終わります。

○議長（岡崎純男） １番神崎隆代議員。

〔１番 神崎隆代議員発言席〕

○１番（神崎隆代） 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

初めに、通学路や避難路の安全確保の推進のために、コンクリートブロック塀等の安全対策

についてお伺いいたします。

臨時国会で成立した国の2018年度補正予算には、倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去、改修

に対しての予算が盛り込まれ、既に全国の学校施設で子供の安全対策が進められております。

本市でも、学校での倒壊の恐れのあるブロック塀の改修については、本年度中に全ての改修工

事を行うということで取り組んでいただいております。地震のたびにブロック塀の倒壊がニュ

ースになっていることや、南国市としましても、広報などでブロック塀点検のチェックポイン

トや、ブロック塀の安全対策支援の周知をしていただいていることもあり、ブロック塀に対し

ての個人の危機管理意識も向上してきていると思われます。

これは９月議会の浜田憲雄議員への答弁の中で、コンクリートブロック塀撤去の補助金の利

用実績について、事業が開始された平成24年度から平成29年度末までの６年間の利用実績が

20件であり、本年度は８月末現在で７件の利用実績があったということからも推察されます。

このブロック塀撤去の補助金に対しての問い合わせや、相談件数と申請件数をお伺いいたし

ます。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 今年度のコンクリートブロック塀耐震改修事業補助金の相談件

数は、電話による相談も含めまして11月末現在で37件、補助金の申請件数は16件となっており

ます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。
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○１番（神崎隆代） 課長よりブロック塀の安全対策支援の補助金の年間予算をお聞きすると、

平成30年度の当初予算は５カ所で200万円ということでした。補助金申請数がふえたことで、

早い段階で予算オーバーとなっているようですが、今後さらにブロック塀の撤去等を進めてい

き、市民の安心・安全を確保していくためには、予算の増額をした上で、一人でも多くの方に

これを活用してもらって、老朽化したブロック塀を改修していただくべきであると思いますが、

市長のお考えをお聞きいたします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 今年度は、平成30年６月18日に発生いたしました大阪北部地震におきま

して、小学校のプール沿いのコンクリートブロック塀が倒れて、登校途中の小学生が亡くなる

という痛ましい事故が報道されて以来、コンクリートブロック塀の改修に関する相談や申請が

急増しているところでございます。

このように、大阪北部地震の影響から、コンクリートブロック塀に対する市民の関心も非常

に高まっているところでありまして、こうした急増したニーズにしっかりと対応していく必要

があると考えております。来年度予算は、できる範囲で予算の増額をして対応してまいりたい

と考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 予算の増額をして市民のニーズに対応していきたいという市長の御答弁

から、ブロック塀の安全対策を進めていくという強い思いが感じられます。ぜひとも毎年継続

をしていただくことをお願いいたします。

私が市民の方からお聞きした中で、門から右側のブロック塀は以前に一度改修しているので、

壊して再度建て直す予定はないが、家を建てた時点からそのままである門から左側のブロック

塀が危険な状態であるので、改修をしたいと思っているという話がありました。安全なブロッ

ク塀であるかどうかは、補強コンクリートブロック塀等の点検表などで適合か不適合かのチェ

ックをするわけですが、この方の場合は、半分は目で見て明らかに不適合だということがわか

ります。

そこでお聞きいたします。

例えば、１軒の家に適合した部分のブロック塀と不適合部分のブロック塀がある場合、不適

合部分のブロック塀に対してのみ補助金申請ができるということでよろしいでしょうか。その

場合の条件などはありますでしょうか。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。
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○都市整備課長（若枝 実） 御自身で既に改修済みしているブロック塀が基準を満たしてい

ることが市のほうで確認できれば、不適合のブロック塀に対して補助金の申請をすることは可

能であると考えております。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） それでは、基準を満たしていることの確認はどのように行えばよいので

しょうか。また、1981年の建築基準法施行令で、ブロック塀の構造基準が厳格化されてから後

で改修をされている場合は、適合しているとみなしてもよろしいでしょうか、お聞きいたしま

す。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 基準を満たしていることの確認につきましては、まず、補強コ

ンクリートブロック塀等の点検表の高さ、それから壁の厚さ、傾き、ひび割れ等の項目は目視

等の点検で確認をいたしまして、鉄筋の太さや間隔、基礎の根入れ深さ等は、当時の設計書や

施工中の写真等で適合かどうかを判断をするということになると思います。

それから、1981年の構造基準が厳格化されてから構築された場合でも、建築物に附属してい

ないコンクリートブロック塀や、それから既に住宅が建っている敷地にコンクリートブロック

塀だけを新たに構築する場合は、建築確認の必要がなく、建築確認申請の審査を受けておりま

せんので、中には建築基準法を無視して構築している場合もあるということが十分考えられま

すので、全て適合しているとは言えないというふうに考えております。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 適合しているという証明をするためには、目視でわかるもの以外におい

ては、設計書や施工中の写真が必要ということがわかりました。構造基準が厳格化された後に

構築されたものであるならば、本来ならブロック塀内部の鉄筋も基礎部分も適合したものであ

るはずだと思うわけですが、建築基準法を無視して構築している場合も考えられるということ

は、今後もその可能性があるということですよね。これからブロック塀の安全対策を進めてい

こうとしている流れの中で、新たに適合していないものが構築される可能性があるということ

に対しては、何らかの対策を考える必要があるのではないですか。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 万一、ブロック塀等が倒壊し被害が生じた場合には、その所有

者の管理責任を問われかねませんので、コンクリートブロック塀を安全なフェンスや生け垣な

どにつくりかえることや、コンクリートブロック塀を新しくつくりかえる場合でも、建築基準



－257－

法を遵守し、適正な管理をしていただけるよう、市民の方や事業所の方にも啓発してまいりた

いというふうに思っております。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） ぜひとも啓発のほうをよろしくお願いいたします。

この補助金申請の問い合わせや相談はあったけれども、申請をする前に断念をするケースと

して、どのような理由があったのかをお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 相談にいらっしゃいまして、補助金の申請までに至らなかった

理由で最も多いものは、セットバックに関してでございます。そのほかでは、ブロック塀の位

置が道路に面しておらず、補助の対象にはならない場合などがございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 私がお聞きした方の中にも、セットバックのことがネックとなって、申

請に至らなかったということがありました。建築基準法に対しての緩和策があればと思い探し

てみましたが、ありませんでした。補助金の申請をしようとしても、それぞれ立ちはだかる壁

があります。どうすれば危険なブロック塀をなくして、通学路や避難路の安全確保が進むのか

を考えてみましたが、ブロック塀改修のための補助金が申請者のニーズに沿った使い勝手のよ

いものであるか、またほ場整備と同様に一軒一軒訪問して説明し、お願いをしていく以外に方

法はないのでないかと感じるところです。危険なブロック塀を放置していると、実際に事故が

起きてしまえば所有者はその責任を免れることができないという現実問題もあります。改修を

するのは所有者であり、強制はできませんが、個々の事情に応じた細かく適切なアドバイスを

していく必要があるのではないかと思います。御所見をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 神崎議員が言われるとおり、個々の事情に応じた細かく適切な

アドバイスをしていくことが大変重要であると認識しておりますので、市民の方から問い合わ

せや相談があった際には、適切なアドバイスをいたしますし、戸別訪問をする際にも、啓発を

行ってまいりたいというふうに考えております。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 前向きな御答弁ありがとうございます。通学路や避難路の安全確保と、

安心・安全なまちづくりを進めていくためにも、その目的を果たすための目標を決めて、しっ

かり取り組んでいただけますようにお願いをいたします。
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次に、市営住宅についてお伺いいたします。

南国市の本年10月31日現在の高齢者数は１万4,519人で、人口の30.5％の方が65歳以上とな

っております。現在、市営住宅には700世帯が入居されており、そのうち72世帯が高齢者のみ

の世帯、そして293世帯の単身世帯のうち、196世帯は65歳以上であるとお聞きいたしました。

入居者の高齢化が年々進んでいくことは必然であります。入居者が安心して暮らせる、安全な

住宅政策が必要と考えますが、現在の住宅の状況は、高齢者にとって住みよい安全なものとな

っているとお考えでしょうか。段差の解消や手すりの設置、浴室の改修等の高齢化対応はなさ

れているのかをお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 本市の市営住宅のうち、中央南住宅の２戸、それから久礼田団

地の４戸、高見団地の住宅は、高齢者の方や障害者の方向けの住宅となっておりますけれども、

それ以外の市営住宅については、高齢化対応になっていないというのが現状でございまして、

高齢者や障害者の方にちょっと配慮がされてないというような現状でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 南国市市営住宅等の整備基準を定める条例の第11条、第12条には、住居

内や共用部分において、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じら

れていなければならない、また高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための

措置が講じられていなければならないとあります。既存の市営住宅には、３階建てや４階建て

のものがあり、入居者の高齢化に伴って、階段の上りおりの負担が大きくなっております。対

策の一つとして、１階があいている場合は、上の階から１階への住みかえをしてもらっている

ということですが、これは１階があいている場合と限定されます。上下階の移動の利便性を考

えると、エレベーターの設置をすることが居住者の皆様が今後も安心して住み続けられる具体

的な対策ではないかと思います。集合住宅において、１棟に１台設置できる工夫をしていただ

ければ、予算の見通しも考えられるのではないかと思います。また、エレベーターの設置によ

り、子育て世帯の入居を促すことにもなると思いますが、御所見をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） エレベーターを設置することで、階段の上りおりの負担がなく

なり、高齢者の世帯から子育て世帯まで幅広い層の方々の入居を促すことになるというふうに

考えております。しかし、本市の集合住宅は構造上、エレベーターを設置しにくい構造となっ

ておりまして、仮にエレベーターを設置するとなりますと、相当広いスペースの確保と多額の
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予算が要ることが予想されますので、大規模改修で対応する場合には、大変ハードルは高いの

ではないかというふうに考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 第４次南国市総合計画の市街地、住環境の整備の中で、市営住宅の維持

管理と適正な運営として、既存の市営住宅の計画的な大規模修繕について検討しますとありま

すが、大規模修繕についてどのようなことを検討されているのかを、わかりやすくお聞かせい

ただけますか。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） 大規模修繕につきましては、まだ具体的な修繕計画があるわけ

ではございませんが、築造30年以上となります３階、４階建ての市営住宅の給排水設備の更新

を考えております。平成31年度に公営住宅の長寿命化計画を策定する予定でございますので、

その計画策定作業において、大規模修繕の優先順位や修繕内容等につきましては検討してまい

りたいというふうに考えております。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 今後、市営住宅におけるバリアフリー化はどうしても必要だと思います

が、南国市として将来的にエレベーターにかわる何らかのバリアフリー対策はお考えでしょう

か。

○議長（岡崎純男） 都市整備課長。

○都市整備課長（若枝 実） バリアフリー対策といたしましては、高齢者の方や障害者の方

に配慮した市営住宅の修繕、改築といたしまして、段差のない床でありますとか、手すりの設

置、それから三点給湯設備の設置、幅広い通路、出入り口の確保等を考えております。以上で

ございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 今後、高齢社会の進行を見据え、きめ細かな対策が必要です。その柱と

なるのが、安心して暮らせる基盤となる住宅政策であると考えます。平成31年度に公営住宅の

長寿命化計画を策定する際には、高齢者が安心して住み続けられるように、これまで以上に配

慮されたものとなるように、全力で取り組んでいただけますようお願いいたしまして、次の質

問に移ります。

保健行政について、３点お伺いいたします。

１点目は、風疹対策についてです。



－260－

７月下旬から首都圏を中心に風疹の患者数が急増していることから、国立感染症研究所は８

月21日、国内流行が発生し始めている可能性が高いとの緊急情報を発表いたしました。11月

28日現在で、全国の風疹患者数は2,313人で、昨年の25倍となっておりました。12月11日に厚

生労働省は、来年度からの３年間に限って39歳から56歳の男性の風疹抗体検査を無料で実施し、

抗体がない場合は予防接種も無料で行うことを発表いたしました。これを受けての今後の市の

対応をお聞きいたします。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 神崎議員の御質問にお答えいたします。

報道にもありますように、国は補正予算での事業を検討しているとのことであります。来週

月曜日、12月17日に厚生労働省で説明会がある予定で、その後詳細について県から市町村にも

連絡があると聞いておりますので、それを受けてから、南国市としましても対象の方の利便性

が最大限図れるよう努めていきたいと考えております。

国の対策としまして、案の内容ですが、抗体保有率の低い世代の男性、昭和37年４月２日か

ら昭和54年４月１日に生まれた、現在39歳から56歳の男性に抗体検査を実施する。ワクチンの

効率的な活用のため、市町村が抗体検査を実施して、抗体検査結果が陰性の場合に風疹の定期

接種を実施する。実施方法としまして、地方自治体、医療関係者、事業者団体等と連携し、で

きる限り対象者の利便性の向上を図るとあります。また、国保の被保険者の方に対しましては、

特定健康診査等の機会を活用して抗体検査を実施。また、事業所に勤めている方は、事業所の

定期健康診断時に抗体検査を実施するとあります。期間につきましては、2019年から2021年度

末の約３年となっております。そして、これら抗体検査、定期接種とも原則無料ということで

ございます。

市としましても、広報やホームページ、フェイスブックなど、現有の広報手段を最大限活用

しまして広報していきたいと考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 風疹は、妊婦が感染すると赤ちゃんが難聴や心臓病、白内障などになっ

て生まれる可能性があります。それを防ぐための施策です。対象となっている方が知らなかっ

たということがないように、広報やホームページ等に加えまして、確実にお知らせするために

も、個別郵送での通知もするべきではないですか。さらに、実施場所や休日対応なども含めて

御検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。
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○保健福祉センター所長（髙橋元和） 実施場所、休日・夜間の対応につきましては、医師会

や県とも協議が必要と思われます。また、対象者への個別郵送についてでございますが、今お

答えしている内容は報道発表がなされている部分もございますが、12月13日、昨日ですけども、

厚生科学審議会、予防接種基本方針部会及び感染症部会で最終決定がなされているはずでござ

いますが、説明会前でありますので、まだ事業の詳細がわかりません。ゆえに、現在、全体事

業費の算出ができておりませんので、事業費算出の際には、神崎議員の御提案も踏まえまして

検討していきたいと考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） ぜひとも万全な対策をお願いいたします。

２点目は、小児がんの早期発見についてお伺いいたします。

子供が命を落とす最大の原因は不慮の事故です。しかし、子供の病死で最も多いのは小児が

んということです。小児がんの患者と家族は、発育や教育への対応など、成人のがん患者とは

異なる課題を抱えております。小児がんの発症数は年間に2,000～2,500人と少ないため、発症

から診断まで時間がかかってしまうことが懸念されます。小児がんは急速に進行するものが多

く、適切な医療を早期に受診するためにも、早期発見に向けた啓発が重要となります。

そこで、小児がんの早期発見のために、どのような取り組みを行っているのかお聞きいたし

ます。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 現在の母子保健法による乳幼児健診は、子供さんの発

達を見ることに重点を置いておりますが、健診の問診項目や母子手帳の保護者の記録の中には、

がんが疑われる場合の問診項目もございます。項目についてチェックが入っている場合は、保

健師が予診で確認し、さらに医師が診察で再度確認するということで、がんなどの早期発見に

つなげております。また、診察では、小児科医が全身を診て総合的に診察を行っておりますの

で、仮に御家族が気づいていない場合でも、診察で医師が気づく場合がございます。本市でも

過去に健診時に小児科医が触診で腹部に腫瘤を発見し、即医療に結びついたことがございます。

以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 小児がんの中には、網膜芽細胞腫という目のがんがあります。発症は出

生時1.5万～1.6万人に１人と少ないですが、５歳までに95％が診断されております。その多く

は、家族が子供の目の異常に気づいて受診をされています。素人でも病状に気づきやすい小児
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がんとも言えます。腫瘍が眼球内にとどまっているうちに診断され、適切な医療を受けること

ができれば、眼球を摘出しないで可能な限り残す方針での治療ができます。そのためには早期

発見が重要なことは言うまでもありません。

そこで、網膜芽細胞腫の症状の特徴である白色瞳孔を、乳幼児健診の医師検診アンケートの

目についての項目に追加してはどうでしょうか、御所見をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 議員が言われますように、乳幼児健診の問診票にはそ

の記載はございませんが、先ほど申しました、健診の際に必ず持参していただくものに母子健

康手帳がございます。この母子手帳の保護者に記録していただく項目の六、七カ月のころに、

瞳が白く見えたり黄緑色に光って見えることがありますか。欄外に米印がありまして、瞳が白

く見えたり黄緑色に光って見えるときは、目の病気の心配があります。すぐに眼科医の診察を

受けましょう、という記載があります。

乳幼児健診の診察では、問診票と合わせ、ここの記載も確認しながら医師が診察しておりま

すので、健診の問診票になくとも早期発見の手だてとして活用できていると考えます。網膜芽

細胞腫につきましては、主な症状の白色瞳孔や斜視に御家族が気づいて、医療機関を受診して

発見される場合が多くあるようでございますので、保護者の方には母子手帳にもくまなく目を

通していただき、日ごろから気にかけていただくことが大事かと考えております。

また、３歳児健診におきまして、来年度導入予定のスポットビジョンスクリーナーというも

のがございます。これは弱視を早期発見するために有効な機械でありますが、斜視などの異常

も発見することができますので、導入の折には３歳児健診のみならず、いろいろな場面で有効

活用ができるかと考えております。以上です。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 保健福祉センター所長のおっしゃられるように、母子手帳に、瞳が白く

見えたり黄緑色に光って見えたりすることがありますかという項目があります。このような症

状に気づけば、すぐに受診をしていただきたいと思います。私が網膜芽細胞腫の主な症状であ

る白色瞳孔という言葉にこだわりますのは、この言葉一つで網膜芽細胞腫という小児がんを知

ってもらうことができると思うからです。主に20代から40代の乳幼児を持つ若いお母さんは、

わからない言葉などがあればすぐにスマホで検索すると思うんです。仮に子供に症状がなくて

も、白色瞳孔って何だろうと思えば調べますよね。白色瞳孔と調べたことが知識として残れば、

我が子のみならず周りのお子さんにも注意を払うようになると思いませんか。さきに述べまし
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たが、網膜芽細胞腫という小児がんの発症は、出生時1.5万～1.6万人に１人と少ないです。眼

球を摘出しない治療をするには早期発見しかありません。多くの方に知ってもらう啓発の観点

からも、この白色瞳孔という言葉の重みを考えていただきたいと思います。

最後に、乳がん検診についてお伺いいたします。

身近にいる乳がんの手術を受けられた方の話をお聞きしますと、発見したときにはしこりが

かなり大きくなっていたという方が少なくないように感じます。日ごろのチェックがいかに大

切かということがわかります。南国市としましても、がん検診受診率アップのために、種々の

対策をされていると思います。南国市の乳がん検診の受診率をお聞きいたします。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 乳がん検診の受診率でありますが、平成28年度が

9.3％、29年度が8.1％となっております。以上です。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 国の第３期がん対策推進基本計画では、がんの早期発見、治療につなげ

る２次予防で、自治体が行う検診の受診率を現在の30～40％台から50％に引き上げております。

第２期健康なんこく21計画には、市が実施するがん検診の受診率は大腸がんを除いて低下して

います。肺がんの受診率のみ県平均より高くなっていますが、ほかのがん検診は全て高知県の

平均受診率より低い状況です、と分析されております。今後の受診率アップのために考えてお

られることはありますか。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 検診場所が保健福祉センターに限られてしまいますけ

ども、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、また子宮がん頸がん検診、特定健診など、幾

つかの検診を１日で済ますことができるようにセット化しました総合健診ということで、その

回数をふやすようにしております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） １日で検診を済ますことができるということは大変ありがたいことです。

休日にもセット化された検診日を設けていただければ、さらに利便性のよいものとなるのでは

ないでしょうか。

乳がん検診の受診率アップと早期発見につなげるアイテムとして、自己検診用乳がんグロー

ブの導入をしている自治体がございます。このグローブは、肌への密着性を高める素材ででき

ており、素手で触診するよりもしこりなどの異常を見つけやすくするものです。がんは早期発
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見、早期診断、早期治療が非常に大切です。仕事や家事が忙しくても、日ごろからチェックす

ることで検診への意識づけができ、受診率アップにつながるものと思いますが、この自己検診

用乳がんグローブの導入についての御所見をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（髙橋元和） 乳がんは、自分で発見できる唯一のがんと言われてお

ります。月に一度のセルフチェックがとても重要であります。１個のがん細胞がさわってわか

るほどの大きさ、1.5センチから２センチになるまでに約７年から８年かかると言われており

ますが、その後１センチから２センチになるには１年しかかからないと言われておりますので、

小さいしこりのうちに発見することが大変重要であります。議員御提案のものを活用すること

によりまして、受診率アップにつなげていくことができましたら、非常に有効な手だてと感じ

ております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） 今回提案させていただいた自己検診用の乳がんグローブは、導入された

ところで受診率アップにつながっているということです。南国市の乳がん検診は40歳からとな

っていますので、40歳を迎えられる全女性を対象に、毎年このグローブを郵送し、乳がん検診

受診の意識づけをされてはどうでしょうか。来年度40歳を迎える方が300人とすると、郵送料

を入れても15万円の予算となります。また、合わせて市内で行われる健康イベントや健康相談

に訪れた市民に手渡しているところもありますので、御検討をしていただきたいと思います。

予算としましてもさほど多くはかかりませんので、早期発見、受診率アップのための手だてと

して実施すべきだと思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 議員さんの御提案のこの乳がん検診用のグローブがあることは、今回初

めて聞いたところでございまして、このグローブを導入することによりまして、その受診率の

アップにつながるということが見込まれるということでございます。そういった非常に有効な

ものであり、乳がんの早期発見につながるということでありましたら、ぜひとも前向きに取り

組んでいくべきかと思います。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 神崎議員。

○１番（神崎隆代） ぜひ前向きに取り組んでいただきたいとのよい御答弁をいただきました

ので、ありがとうございます。

以上で私からの一般質問を終わります。
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○議長（岡崎純男） 19番福田佐和子議員。

〔19番 福田佐和子議員発言席〕

○１９番（福田佐和子） 通告をしてあります、１市長の政治姿勢については、安心・安全の

まちづくりについて、国保税引き下げについて、２点目として、教育行政につきましては、重

大事態への市の対応について、情報公開と審査請求についてお尋ねをいたします。

まず、市長の政治姿勢１点目は、安心・安全のまちづくりについてお聞きします。

市民から、南国市はどんなまちづくりを目指しているのだろうか、どんな方向へ行こうとし

ているのだろうかとよく聞かれます。市民は大切にされているか、気になるところだと思いま

す。

そこで、まずお聞きをいたします。

市長の目指す南国市の未来とは、どういうものでしょうか。これまでにも政策等で明らかに

されておりますけれども、改めて聞いておきたいと思います。今議会の市政報告の中でも、地

域の声を酌み取りつつ、地域と行政が一体となってまちづくりを進め、魅力的で住みやすい南

国市を目指してまいりたいというふうに述べてもおられますけれども、市民からのこの疑問に

答えられるように、市長の目指す未来、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 福田議員さんの御質問にお答えします。

南国市は、今回の議会の中での答弁でもございましたが、自然豊かな環境の中で、非常に高

速道路、空港などの交通の要衝であるということもございます。そして、高知大学を初めとし

ます多くの教育機関、研究機関がございまして、産学官の連携が図れる県内では非常にポテン

シャルの高い市だと思っております。このポテンシャルの高い南国市で、若い世代が自分の希

望する場所で住み、そして働き、子育てをする。これには住む場所と働く場所の確保というこ

とを常々言っているところでございますが、そういったことで、心豊かに生活ができる、そし

て安心して住み続けたいと思っていただける、そのようなまちづくりをしていきたいと考えて

いるところでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 現在、来年度予算の編成中でもありますけれども、今市長が答弁あ

りましたような、それらの施策は具体的に今度の予算に裏づけられたものがあるのか、お聞き

をいたします。

○議長（岡崎純男） 市長。
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○市長（平山耕三） 来年度予算ということでございますので、今まさに各担当課から予算要

求が出ているという状況でございまして、これをどのような方向で予算を確保していくかって

いうことは今後まだ詰めていかねばならないところでございまして、今ちょっとここで御返答

申し上げる状況ではないということで、よろしくお願いいたします。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 南国市はこれまで、企業誘致で人口増や税収増を目的にしてきまし

た。さきにも質問がありましたけれども、日章工業団地（仮称）ですけれども、同じ方向だと

思います。これまでの誘致で人口はふえたのでしょうか。また費用対効果は検証しながら実施

をしてこられたのか、その結果をお聞きをいたします。

○議長（岡崎純男） 商工観光課長。

○商工観光課長（長野洋高） 現在、全国的に人口減少が進んでいる状況にありまして、南国

市でも平成17年をピークに人口減に転じております。まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

ては、人口減少と少子・高齢化による地域社会と地域経済の減衰に歯どめをかけることを目的

に、産業振興による働く場の確保に取り組むこととしております。企業誘致の効果として、南

国市へ進出また事業拡大を行った企業７社に、進出または拡大を行ったことによる従業員の増

加人数、そのうち南国市在住者の人数を確認したところ、合計の雇用人数で251人、うち南国

市在住者が108人という回答がありました。この結果から、企業誘致を行うことで、働く場の

確保という点では一定効果があると考えております。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 市民の働く場は必要だと思います。今、課長答弁ありましたように、

安定した雇用は地域経済を潤し、市の未来も約束されます。ですが、働く人はその人単独では

なく、小さな子供から高齢者までの家族がいるわけです。住宅を初め、保育、教育環境、介護

が必要な高齢者も安心して住み続けることができるような生活環境の整備と同時に進めなけれ

ばならないと思います。このままでは、企業誘致だけでは人口は定着をしません。ハード面だ

けでなく、市民の暮らしに寄り添う施策が必要だと思います。そのことを求めておきたいと思

います。

次に、市長は地域に出向き、市民懇談会を開いておられます。市民の声を聞いておられると

のことですが、どのような御意見が出され、今後どうその御意見に取り組んでいかれるのか、

お聞きをいたします。

○議長（岡崎純男） 市長。
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○市長（平山耕三） 昨年８月に市長に就任して以来、１年が経過したことから、ことしの８

月の稲生地区をスタートに、10月に瓶岩地区、国府地区、11月には野田地区で市長と市政を語

る会を開催いたしました。会では、これまでの市政の動きや、今後の取り組みにつきまして、

私から説明をさしていただき、その後それぞれの地域から事前に出されました課題や要望に対

しまして担当課からお答えをし、意見交換をさせていただいたところであります。

住民の皆様から直接お話をお伺いし、それぞれの地域から防災に関すること、また道路や河

川などの生活環境に関すること、また都市計画に関することなど、さまざまな分野において意

見交換をさせていただき、市政に対する提案もいただいたところでございます。いただきまし

た意見や要望等につきましては、しっかりと受けとめさせていただき、庁内での情報共有を図

って、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。また、要望等に関しまして、

対応が可能な件につきましては、できるだけ早く地域にお返しするように努めてまいります。

以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 安心・安全のまちづくりと言えば、災害対策ですけれども、市民の

命と財産を守ることは市の第一義的任務であり、市はこれまでも対策を講じてこられました。

一人一人の市民が日々を安全に、そして安心して暮らすことができるまちづくりとしての思い

で、同じことを毎回質問し提案をしてきました。先ほど、地元からも要望のあったような生活

道などの整備を初め、子育てを支え、障害のある方の暮らし、介護が必要になったときに不自

由な思いやつらい思いをせずに済むようにとの思いで質問に立ってきました。以前に比べれば

随分改善されたと思いますけれども、国の方針は真逆であること、市単独では限界もあること

は理解をしております。

ただ、困難な財政運営の中でも、初日答弁のように市民を愛する心があれば、内容も対応も

違ってくるのではないかと思います。国や県の補助事業のようにハード面だけではなく、市民

懇談会で出された市民の要望や、私たち議員が提案する市民の声に耳を傾け、実現されていく

ことで、まちづくりの方向性が見えてくるのではないかと思います。市民がどの場面において

も心地よく安心して住み続けられるような市政となるようにと強く願っておりますし、これか

らもその取り組みを続けていただきたいと思います。

次に、国保税の引き下げについて伺います。

所得は低いのに、一番高い国保税を何とか引き下げてほしいとの願いはなかなか実現をしま

せん。負担が重いことにつきましては、市長も以前に答弁がありましたけれども、基金がまだ
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少しあったころには一度だけ、少しでも下げたいとの当時の課長の強い思いもあり、検討され

たこともあります。しかし、残念ながらアベノミクスで頓挫し、現在に至っています。全国知

事会も市長会も国庫負担金の増額を強く要求しておりますし、一般会計からの繰り入れで値上

げを抑えるなど、努力をしている市町村もあります。税を滞納すれば保険証は渡されず、債権

機構へとなる前に、払える国保税にすべきではないでしょうか。国保税が協会けんぽなどと比

べてどれくらい高いのか、比較ができていればお聞きをいたします。

○議長（岡崎純男） 市民課長。

○市民課長（崎山雅子） 協会けんぽを構成する世帯の平均的な年収と、国保の被保険者の平

均的な年収は異なりますが、仮に年収が270万円の60歳と65歳の御夫婦２人世帯ということで

比較をいたしますと、国保税は年額11万8,800円、協会けんぽの保険料は15万2,100円となりま

す。ただし、協会けんぽは雇用者が半額を負担いたしますので、御本人の負担は半額となるこ

とから、御本人の負担額につきましては国保のほうが高いというところになります。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 厚労省の調査に基づいて数字を見ても、この間、国保加入世帯の所

得は年々減り続けております。一方で、国保税は上がっているというのが現状です。先ほど課

長から答弁ありましたけれども、例えば国保の場合、１人当たりの平均所得が83万円の方は、

１人当たりの平均保険料が８万3,000円、協会けんぽの場合は、所得が137万円の方は10万

5,000円、先ほど言われた数字とはまた所得の部分が違いますけれども、137万円所得があって

という数字です。組合健保については、200万円の収入のある方が10万6,000円という負担にな

っております。

これまでにも国保加入世帯の所得の低さについてはいろいろ述べてまいりましたけれども、

前市長は国がしないことを市がかぶることはできないという言い方をされたわけですけれども、

今のこの現状を放置したままでいいのかどうか、市民に優しい市政とは逆行するのではないか

と思います。国保はお互いさまの支え合いではなく、国保開始当時の基本に立ち返り、国民皆

保険制度というなら、誰もが所得に応じて支払える額にすべきではないかと思います。市長に

は率先して国庫補助金をもとに戻す要求を全国の市長とともに上げていくこと、そして当面は

南国市での負担軽減を考えるべきだと思います。加入者の６割が減免世帯で、支え合えるわけ

がありません。国保税引き下げについて、改めて市長のお考えをお聞きをいたします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 国保につきましては、協会けんぽであれ国保であれ、それぞれの被保険
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者の医療に係る財源を、保険料あるいは保険税で負担していただいているということでござい

ます。それにつきましては、両方とも同じ考え方でございます。

協会けんぽにつきましては、従業員本人の所得により保険料が決まり、また従業員の福利厚

生の面から、半額を雇用者が負担するという仕組みになっているところでございます。一方、

国保は、全体的に被保険者の所得が低いということもありまして、被保険者に均等に負担を求

めることで、全体の医療費を賄っているという違いがありまして、そこが所得が低い方の負担

が大きいと言われるところであると思います。

しかしながら、所得が低い方につきましては、御存じのとおり公費により負担が一定軽減も

されているところであります。できるだけ国保料を安くということでございますが、今国保は

県一になったところでございまして、将来的にも県全体で保険料を合わせていくという流れも

ございますので、現在は市費を繰り入れて、市独自で負担を下げるということは考えていない

ところでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 県単一化は、一般会計からの繰り入れをさせない方向で目配りをす

るというのが目的ですから、なかなか県全域で一つになって、引き下げる方向に行くのなら別

ですけれども、なかなかそれぞれの自治体の努力と、そして国に対してきちんと応分の国庫負

担をさせること以外にないわけです。

先ほどの答弁聞きまして、２問目しましても同じ答弁だと思いますけれども、今、苦しい国

保加入世帯の皆さんの状況を考え、また医療の面からも非常に大切な問題ですので、できない

ということで放らないで、何か方法はないか、このことをぜひ検討をしていただきたいと思い

ます。国保についてはまた、引き続きやらせていただきます。国保については終わります。

次に、教育行政について伺います。

市内中学校のＫさんが亡くなられて３年４カ月がたとうとしています。一日も早く御遺族の

心の重荷を取り除くこと、それが南国市と教育委員会と私たちの役割ではないかと考え、今議

会でもお聞きをいたします。

12月２日付の高新に、いじめ撲滅へという南国市の記事が載りました。南国市では初めて開

催をされたということですけれども。その２日前の新聞には、中１自殺、原因不適切指導、嫌

がらせと担任が誤認をした、その生徒さんが亡くなられたことが報道をされました。第三者委

員会の委員長は記者会見で、学校は生徒の死に真剣に向き合い、みずから検証しなければ問題

は繰り返されると訴えております。そして御遺族の方は、息子がいじめにかかわっていたこと



－270－

に責任を感じて自殺したわけではないという報告に安堵しました、とのコメントを発表したと

言われています。青森では、いじめ自殺を市が認めた報告書が出され、親御さんが何があった

のかやっと知ることができた、との記事もありました。

文科省の調査では、昨年のいじめ件数は最多の41万4,378件、南国市はさきの答弁では減に

なったということですけれども、学校から報告された子供の自殺は250人、前年度より５人ふ

えています。うち、いじめがあったとされたのは10人、先生との関係で悩んでいた生徒は７人

とされています。警察発表は、子供の自殺数は341人であり、学校報告との差は91人です。警

察は捜査などで判断し、文科省は学校側の報告が基本になっております。この差があることに

ついても、なぜなんだろうと大きな疑問が残るわけですけれども。子供同士だけではなく、先

生との関係も今深刻になっています。周囲に相談できないほどの先生の忙しさは、一人で抱え

込まざるを得ないことになり、本人の病気や早期退職だけでなく、子供たちにも大きな影響を

与えています。国や県待ちではなく、早急に子供を守る対応策をとることを初めに強く要求し

ておきたいと思います。

通告をしてあります１点目は、重大事態への対応と今後の対策についてお聞きをいたします。

まず、市の重大事態への対応は万全だったのかをお聞きをいたします。遺族を初め、市民の

皆さんが納得できない報告書では、解決したとは言えないのではないでしょうか。再調査を却

下した市長、教育長に、重大事態への対応は万全だったのか、改めてお聞きをいたします。最

近の状況を踏まえた上での御答弁をいただきたいと思います。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） こういう重大事態への対応という面では、学校の中で今まで十分そうい

った事例を考慮して対応をしてきていたのではないかと思っているところでございます。今回

の事態でも、私はその再調査というのを受け付けできなかったといいますか、それを却下さし

ていただいているところでございますが、その中でも学校の対応ということは、最低限の対応

はなされていたということがございます。そういったことで、そういった重大事態への対応と

いうことにつきましては、精いっぱい対応してきたというふうに思っております。以上でござ

います。

○議長（岡崎純男） 教育長。

○教育長（大野吉彦） 福田議員さんの御質問にお答えをいたします。

市の重大事態への対応につきましては、これまでにも議会で市長から答弁がありましたよう

に、先ほども御答弁をいただいたんですが、調査専門委員会は、中立・公正な選任のもとで客
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観的かつ多面的に調査、分析され、まとめられた報告書であり、十分に調査は尽くされている

との御判断でございます。したがいまして、南国市教育委員会といたしましては、報告書にあ

りました再発防止、予防に望む６つの提言をいただいておりますので、継続してこのことにし

っかり取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 私は前段に、３年前に亡くなられた中学生のことを言って、その上

で南国市における重大事態への対応は万全だったのか、このことを再調査を遺族の方に求めら

れた市長に、それを却下されたわけですから、それは先ほどの市長の答弁だと、学校側は精い

っぱいやってくれたというふうに言われましたけれども、市長に再調査を求めて、それが却下

をされたわけですから、その却下をした市長の対応というのは万全だったのかということを聞

いたわけですが、もう一回お願いします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 私といたしましては、今までもお答えしてまいりましたが、この調査と

いうことは、指針に基づきまして的確に行われているかというところを判断の材料とさしてい

ただいたところでございます。その指針に基づいて行われた調査っていうことでは、十分なさ

れていると判断をさしていただいたということでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 市長は10月12日に母親大会で出された自死問題についての再調査を

との要望に対し、専門委員会による調査は中立・公平な委員により、適切な方法で調査がなさ

れ、調査時点で明らかになっている事実や情報は、客観的かつ多面的に分析されており、現時

点では調査は十分に尽くされていると判断していると回答しておられます。先ほど教育長から

もありましたように、これまでの答弁と全く同じ中身です。これほどまでに一度出した結論に

固執し続ける市の態度は、どう考えても私たちには理解ができません。全国では、何年も経過

した事案であっても、遺族から再調査の要望があれば実施をし、結果を出しております。その

結果が遺族の本意ではなくても、きちんと再調査し直されたことに遺族は信頼を寄せているわ

けです。南国市にはなぜそのような受けとめができなかったのか、非常に残念でなりませんし、

いまだに理解ができません。遺族の声が届かない理由、誰が聞いても納得できる説明をする責

任があるのではないかと思いますが、先ほどの市長、教育長の答弁では、これまでと同じ繰り

返しになりますから、これでは誰も納得はされんと思いますけれども、どうでしょうか。

○議長（岡崎純男） 市長。
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○市長（平山耕三） 私は、私の判断事由について、その指針に基づいてというふうに申し上

げてきたところでございますので、それ以上の私の判断基準というものはございません。以上

でございます。

○議長（岡崎純男） 教育長。

○教育長（大野吉彦） 私のほうも、今まで議会でずっと御答弁さしていただいてまいりまし

たので、この調査、教育委員会が立ち上げました調査専門委員会は、御遺族の了解もいただい

た上の人選でございますし、公正・中立にしっかりと調査をしていただいておる、報告書が全

てであるというふうに認識しているところでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 今、国のいじめ防止対策推進法のもとで実施される調査が、これま

で私がいろいろと全国の例も挙げましたように、明らかにされてきたのは市町村によって違う、

このことが現実に起きているわけです。この南国市を見ればよくわかります。このことを懸念

をして、法改正を求める声が出ております。法律の内容と現実の違い、市町村によってそれぞ

れ同じ法律を受けとめ方が違う。その現実の違いを踏まえ、この法改正の動きについて、市長、

教育長はどのようにお考えになっておられるでしょうか。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 国がそのように、いろいろな事例のことをもとに、法改正が必要という

判断で対応していっているということでございましたら、その方向を見定めて、また考えてま

いりたいと思います。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 教育長。

○教育長（大野吉彦） 市長答弁と全く同じでございますが、いじめ防止対策推進法の法改正

等国の動向に注意しながら、法改正等が行われましたら、それに基づきまして基本方針等の見

直しも行ってまいりたいと考えております。以上です。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 聞き方が悪くて申しわけありません。国が法律を改正しようとして

いるのではなくて、各市町村の対応がばらばらなので法改正をせよという動きがあるんですけ

れども、そのことについて南国市の長としてはどのようにお考えになられますか。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） そのような動きがあるということでございますので、それぞれ人によっ

て捉え方がかわってくる部分もあると思います。そういったいろんな御意見が現在出ていると
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いうことを受けまして、そういういろんな捉え方があるということが、今回のその法改正の動

きにつながっているということだと思います。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 11月にいじめ防止対策推進法制定のきっかけとなった大津市の越市

長と、当時亡くなられた男子生徒のお父さんが、与・野党の議員や文科大臣に対して、今の内

容のままでは、今の法律のままでは不十分だとして法改正を求めているわけです。そのことは

御存じなかったようですけれども。第三者委員会の中立性を保つために、委員会と利害関係の

ない委員の選出、あるいは学校ごとにいじめ対策担当の先生を置くことなどを要望しておりま

す。大臣は、しっかり受けとめ対応したいと述べたと報道されております。大津市と南国市の

いじめや生徒の自殺への対応のこの大きな違いを改めて感じます。再発防止というなら、徹底

検証をすべきではないでしょうか。遺族から再調査の再要望があれば、市は速やかに他市のよ

うに受けとめ、再調査をすべきだと思います。南国市の教育に責任を持つことになった市長の

任務だと思います。やられるのかお聞きします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 今回のことにつきましては、調査はし尽くされているという判断のもと

に報告書が出されており、その報告書がどのように検証されているかということを指針に基づ

いてなされていると判断したことでございますので、それが私の意見でございます。以上でご

ざいます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 青森市のいじめ防止対策審議会の報告書ができました。亡くなった

中学生以外の個人の名前を伏せてホームページで公開をされております。これがその報告書全

文です。報告書は210ページに及び、その内容は事案の事実関係、本人について、人間関係、

出来事、学校の対応などが67ページ、いじめと自殺についての検証42ページ、中学校と教育委

員会の対応について検証と評価が50ページ、提言が28ページとなっています。提言の終わりに

は、学校や市教委を超え、教育のあり方まで踏み込んだ提言がなされています。

報告書には、次のような市長のコメントが寄せられています。先ほどの市長答弁とは、まさ

に真逆ですね。報告書は、教育委員会が諮問した内容について、御遺族の気持ちに寄り添いな

がら、丁寧に調査をされたものになっていると伺っております。その中で今回の事案は、いじ

めが主要な原因であったと認定され、御遺族の心情を察するに心が痛みます。また、いじめの

防止や早期発見、早期対応、早期防止、再発防止に向けた貴重な提言を受けたと伺っておりま
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す。二度といじめによって、児童生徒のとうとい命が失われないよう、青森市内小中学校にお

けるいじめ防止対策に取り組んでまいります、というものです。

南国市の報告書は、さきにも明らかにしましたけれども、調査委員会が認定した事実、本人

の生い立ち、人間関係、遺品が９ページ、未解明の問題、自死に至る心理的過程の考察、再発

防止、予防のために望むことなど25ページ、学校の背景調査はわずか１ページであり、青森の

報告書とは全く違っております。学校の検証や市教委の対応と検証などには全く触れられてい

ないものについて、市長は先ほどの答弁をいただいたというふうに私は受けとめました。市長

には、みずから判断する責任とそれができる立場にあられます。その認識を私は持っていただ

きたいと思いますし、再要望あれば30条に基づき、市長の責任で再調査をするべきだというふ

うに思いますが、お答えいただければお願いします。

○議長（岡崎純男） 市長。

○市長（平山耕三） 私といたしましても、今回の件につきましては、精いっぱいどうあるべ

きかということを考えた上で判断をさしていただいたことでございますので、それにつきまし

ては私の考えは変わることはございません。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 昼食のため休憩をいたします。

再開は午後１時であります。

午後０時 休憩

――――◇――――

午後１時 再開

○議長（岡崎純男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

引き続き一般質問を行います。19番福田議員。

○１９番（福田佐和子） 次に、情報公開と審査請求についてお聞きをいたします。

南国市行政情報公開条例の第１条には、市民の知る権利を具体的に保障するために、行政情

報の公開等に関し必要な事項を定める、市政について市民に説明する責務を全うし、市民の理

解と信頼を深めるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするとありま

すが、市民の知る権利を保障したこの条例を基本にお尋ねをしたいと思います。

この間、直近５年間の審査件数は何件あったのか、わかればお聞きをいたします。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 直近５年間の行政情報公開に関す

る審査請求につきましては、平成25年度と26年度につきましてはございません。以降、27年度
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２件、28年度２件、29年度１件の合計５件でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 審査請求が本当に少ないというのがよくわかりました。

次に、審査委員会の委員及び審査請求の方法をどのように公開をしておられるのでしょうか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 御質問の審査委員、それから審査

請求の方法につきましては、公開をしておりません。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） そのしていない理由は何でしょうか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 審査請求につきましては、前提と

しまして情報公開請求があって、それの不作為等に対して審査請求がされるということで、情

報公開請求の際に御説明を申し上げるようにしております。以上です。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 高知市の行政情報公開・個人情報保護審査会の委員は公開されてお

りますが、南国市は別の法律のもとに公開をしないということなのでしょうか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 別の法律ということはございませ

んけれども、今現在公開していないということで、委員さんの御意見を伺って公開は可能であ

ると思います。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 請求したら、こういう黒塗りの名簿が来たわけですけれども。今後

は公開をするというふうに受けとめていいんでしょうか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 公開できる部分は公開しても構わ

ないと思います。あくまでも委員さんの御意見を伺ってからですけれども。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 委員の意見を聞いて決めるというのも納得がいきませんけれども、

今後そういう方向に行くということに受けとめたいと思いますが。さきの調査委員会の報告書

に納得できない御遺族は、６月に行政情報公開請求を行いました。そして７月には黒塗りが多
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かったわけですけれども865枚の資料が渡されました。10月には非開示の部分の職員のメモに

ついて、市長に審査請求を行っています。10月には教育長は遺族に対し、南国市行政情報公開

・個人情報審査会に諮問したと通知をし、遺族に対し弁明書を送付をしてきました。また、そ

の弁明書に対し、遺族からの反論書もできるとの文書を送っています。11月12日には、遺族側

は代理人の弁護士名で教育長の弁明書に対する反論書を提出をしたというのがこの間の経過で

ありますけれども。審査請求により、審査会はいつ、何回開かれたのでしょうか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 市長に提出されたということです

けれども、この制度を定めております法律が行政不服審査法になりますけれども、その第４条

第１号で処分庁に上級行政庁がない場合は当該処分庁に提出することになっておりますので、

教育委員会の情報公開に対する審査請求につきましては、教育委員会に提出されるようになる

というふうに思います。法律上そういうふうな立てりになっておりますので、審査庁も教育委

員会になるということで、処分庁いわゆるその行政公開について実施したところと同じになっ

てしまうということになります。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 教育委員会にお聞きをいたしますが、教育長からの文書では、諮問

をしたということになっておりますが、どこへ諮問をしたという意味なのでしょうか。

○議長（岡崎純男） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（伊藤和幸） 御質問のことでございますが、申しわけございませ

んが、個別の案件につきましてはお答えすることができませんので、御理解をいただきますよ

うによろしくお願いを申し上げます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 少し答弁が理解ができなかったんですけれども。教育委員会は実際

にこの文書で諮問をしたというふうに通知をしているわけですから、その諮問先はどこですか

と聞いているんですが。お願いします。

○議長（岡崎純男） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（伊藤和幸） 諮問先でございますが、南国市行政情報公開・個人

情報保護審査会でございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 先ほど、総務課長のほうからは答弁がありませんでしたけれども、
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審査会には諮問をしたというふうに受けとめてよろしいですね。例えば、審査会に諮問をした

のであれば、審査会のほうから教育委員会の反論文書のコピーが来るべきではないかと思いま

すが、市教委から来たのはどういうことだったのでしょうか。

○議長（岡崎純男） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（伊藤和幸） 先ほど申し上げましたように、個別の案件にはお答

えすることができませんが、一般論から申し上げますと、審査請求の制度を定めている法律で

あります行政不服審査法の第４条第１号には、処分庁に上級行政庁がない場合は、審査請求の

宛先は、当該行政庁と規定をされております。一般論から申し上げますと、例えば教育委員会

が情報公開決定の処分を行った場合には、教育委員会が処分庁となります。また、行政不服審

査法では、諮問の際に審査庁が処分庁である場合にあっては、相当の期間内に弁明書を作成す

る。審査庁は処分庁が弁明書を作成したときは、これを審査請求人に送付しなければならない

と規定をされているところでございます。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 南国市の公開条例の中には、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、審査請求のあった日から起算して15日以内に審査会に諮問しなければならないとなって

いるんですが、その一つが却下する場合、２つ目が全部を公開する場合というふうに南国市の

条例ではなっておりますが。今答弁されたように、その直接の実施機関とやりとりをするので

あれば、今までと全く同じで審査請求の意味がないというふうに思うんですけれども、それは

総務課のほうが答弁してくださいますか。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 先ほど、福田議員が言われたのは、

行政情報公開条例の第15条第１項の部分ですけれども、公開決定等、または公開請求に係る不

作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決すべき実施機関は、審査請

求があった日から起算して15日内に南国市行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなけれ

ばならないとなっております。この実施機関というものが第２条に定義づけられておりまして、

それが市長、水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会及び議会とそれぞれの実施機関で取り扱うようになっております。し

たがいまして、教育委員会の情報公開に対する案件につきましては、教育委員会が審査庁にも

なるようになっておりますので、そういう制度になっておりますので、御理解いただきたいと

いうふうに思います。なお、同じことになるということではないと思います。というのは、審
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査会の方で審査しまして、これを尊重するということにして裁決するということになっており

ますので、全く同じになるということではないというふうに考えております。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） 同じことではないというふうに答弁をされましたけれども、通常審

査会の経過としては、実施機関から諮問書及び非開示理由の説明書を受理をして、その後、諮

問の報告をし、異議申立人から意見書を受理し、また審議を繰り返し、実施機関からの事情聴

取も行い審議を繰り返し、また最後に答えを出すというのがよその例を見ても明らかなのです

が。先ほどの答弁では妙にわかりにくい話でしたし、実際この話を弁護士に聞いてもらったと

ころ、その実施機関からの教育委員会から直接反論文書が来たことも、そしてその上何日まで

に反論が出せることを通告するというのはあり得ない話だというふうに言われました。審査会

にかけず実施機関の教育委員会判断なら、これまでと全く同じであり、先ほど審議もされてい

ると課長は言われましたけれども、何のために市長宛てに審査請求をしたのかわからないこと

になります。その上、弁護士がついていかなければ市民は請求をすることができないというの

が今の状況ではないでしょうか。

この審査委員会も含めて実施機関もそうですが、組織としてのあり方を踏まえ、もう一度答

弁をいただきたいと思いますけれども。それは法律に基づくことも大切ですけれども、実際運

用する中でどういうことができるか、市民の期待にどう応えるかということも大切なことだと

思いますので。これまでの遺族と教育委員会とのやりとりは条例に基づくものなのかも含め、

違うとしたらどこが違うのか、また弁護士がいなくても理解できて審査請求ができる、そんな

説明をいただきたいと思います。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） 繰り返しになりますけれども、行

政不服審査法で処分庁に上級行政庁がない場合は、当該行政庁、今言われてることでは教育委

員会ってことになりますが、そういう法律に定められておりますので、これを違った形にする

と、これ法律に基づかないことになってしまいますので、この方法しかないと考えております。

○議長（岡崎純男） 福田議員。

○１９番（福田佐和子） なかなか納得のいくような、弁護士がついていなくても理解のでき

る答弁はいただけなかったわけですけれども。南国市はこの条例に基づく市民の知る権利をき

ちんと今後も補償していくべきだと思いますし、今の状態ではこれまでと全く同じですから、

実施機関を通して審査会へ諮問をし、審査会は双方の意見を聞いて答えを出すということは法
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にも間違ってないと私は思いますし、結果答えが出るわけですから。中にはその審査をするの

は１年もかかったところもありますけれども、南国市条例に基づく結果を出していただきたい

と思いますが。これについて最後に総務課長と教育委員会にお聞きして終わります。

○議長（岡崎純男） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（西山明彦） あくまでも、条例に基づいた手続

を行っております。15条の第４項に第１条の諮問に対する答申を受けた実施機関は当該答申を

尊重し、当該答申を受けた日から起算して15日以内に裁決をしなければならないと規定されて

おりますので、この条例に基づいて行っていると考えております。

○議長（岡崎純男） 教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（伊藤和幸） 御質問の件でございますが、審査請求につきまして

は、裁判所で行う訴訟手続に準ずる準司法的手続でございます。当事者である双方が自己の主

張を書面や証拠で提出し、審査庁は提出された証拠等に基づきまして事実認定を行い、認定さ

れた事実を法令、条例に基づきまして裁判の判決に当たる裁決を行う。また、双方の主張や反

論が一定出た時点で、執行機関の附属機関であります第三者委員による、先ほどから出ており

ます南国市行政情報・公開個人情報保護審査会での審議後答申が出されるものでございます。

その後、審査会で出された答申を尊重し、答申から15日以内に審査庁が裁決を行うことになっ

ております。双方の主張が出そろえば審査会はすぐに開催できますが、双方に主張や反論があ

る場合は、それをもって審議を行ったほうが効率的かつ公正な判断ができるということになり

ますので、通常の裁判ほどではございませんが、お時間をいただくということになっておりま

す。よろしくお願いいたします。

（「以上です。ありがとうございました」と呼ぶ者あり）

○議長（岡崎純男） 17番浜田勉議員。

〔17番 浜田 勉議員発言席〕

○１７番（浜田 勉） 日本共産党の浜田勉です。

初心を忘れずという思いで努めてまいりたいと思います。

まさに年の瀬、12月議会のラストとなりました。皆さんも今までの疲れを持ち込まさないよ

うに伸び伸びとお聞きください。私も厳粛な気持ちでただしてまいりたいと思っております。

私が今議会に取り上げました、さらに通告いたしましたのは、主な点２点であります。

１点目は、高新の出放題11月の月間賞の言わんとした思いについて、２点目は、弱者の社会

性、行動力を支えるコミュニティバスの運行はどうよ、というわけであります。
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その２つの思いを満たしていく前段として、本論に入る前に９月議会以降の復習、グローバ

ルな立場から世界観を持ち、そして国政、県政の主なる特徴はどのような動きがあったのか。

あるいは日本政府のとった態度、あるいは我々自身がとってきた態度について、それを洗って

いきたいと思っております。私はあえて市長との政治姿勢という形では問うておりません。だ

が、今後については、３月議会からは政治姿勢という形で真っ向からお尋ねをしていくという

ふうに態度を変えていきたいと思っております。

まず、国際的な関係、とりわけ世界でも唯一の日本、被爆国でありながら核兵器の禁止条約

について余りにもおかしな態度をとってきた。本来ならば、核兵器全面禁止、先頭に立ってリ

ーダーシップを発揮すべき日本が、核保有国ですかというふうに問われる。そんなような状況

が国際関係の中で生まれていることは、皆さんも御存じのとおりです。

国際的なＮＧＯ核兵器廃絶国際キャンペーン、ＩＣＡＮでノーベル平和賞をいただいた、そ

れから１年がたちました。ここでのアンケートでは、核なき世界へ進んでいると思いますかと

いうお尋ねに、進んでると考える人は２割に満たず、日本政府は非核国の役割を果たしている

と思う、との問いには９割の方が思っていないと言われています。恥ずかしいというよりは、

嘆かわしいというか、もう許せないような態度であります。

日本政府は、その点で今後改めていくっていうことが全面的な使命だと思います。また、私

たち自身も平和を願う一人一人の命と人権を守るという立場から、この問題については、はぐ

らかしていくことが許されないと思っております。

話は飛びますけれども、ことしの漢字は災、災いということになりましたが、この災いとい

う発表と同時に、国の防災会議のほうから５つの防災への対応、５段階における取り組み、国

民への指示、これが出されました。まさにその点では見事な連係プレーだというふうに思いま

した。それを私は、今まで私どもがやってきた水稲２回作、一方横っちょで稲刈りをし、横っ

ちょで田植えをする。こういうふうな迅速な取り組みが行政と市民の間でやられたということ

は、今後の国民の命を守っていくという立場、この点では積極的な災いという字が５つの改善

点を呼び起こしたということで、積極的に評価するものであります。行政機構と市民感覚がぴ

ったりと呼吸を合わせた、市民のニーズに沿った行政の行動があったというふうに思って、私

はこの災という字が転じて福となすというふうな行動に今後なることを願っております。

だが、この災いの最たる要因は地球温暖化による異常気象、大雨、洪水の一方、干ばつや高

温現象で山火事が発生するということまで起こっています。このことを調べておりますと、昨

年2017年９月10日の新聞がちょうどありました。その新聞記事はタイトルが、トランプ、ＣＯ
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Ｐ23を脱退するというふうなこと、もう一方で、アメリカの上院では、国連気候変動枠組条約、

この負担金を上院では可決。そこにトランプの思いと、そしてアメリカ上院のスタンスの違い

が出されておりました。その横っちょへ私のメモが大きく書いてあったのは、トランプあほか

というふうにメモっておりましたが。この１年前の状況ときょうがラスト日となっております

国連気候変動枠組条約第24回締約国会議がポーランドの南部の都市で開かれております。約

200カ国の政府代表団や国際機関、非政府組織の代表など約２万人が集い、英知を絞っていま

す。

ことしのＣＯＰ24は、パリ協定の実行がテーマであります。日本は石炭火力発電所の輸出を

進めています。トルコではパアになりましたけれども、安倍政治は石炭火力発電を原発をベー

スロード電源と位置づけたエネルギー基本計画に固執したままであります。その道理のなさは

国際世論から批判を浴びることはあっても、褒められることはないのではないかというふうに

思います。

県内の問題点では、ショックのショウガ事件であります。残念の一語であります。高知の農

産物で今、全国でシェアを誇れるのはこのショウガ、シシトウ、ニラ、ブンタン、四方竹等で

あります。このショウガは昔、窪川が特産地でありましたが、今や全県的な取り組みとなって、

農家経営の大きな柱となってきています。南国市の生産者はノウハウはないということでしょ

うか。高知市土佐山、鏡の人たちが南国の田の守り手として栽培をしています。この唯一全国

に誇るショウガの偽装とは、ましてや伊野の業者、伊野はショウガの産地であったではありま

せんか。確かに、中国のショウガとは深い関係、親しみのある関係であります。手に入りやす

い条件にあります。金と命との交換にまで発展したということは、余りにも無念であります。

普及センターなどの納得のいける指導を求めてやみません。

では、そのショウガについて東京の中央卸売市場の量目を見てみますと、日本産が１月

180トン、中国産が107トン、２月は日本産が199トン、中国産が119トンということで、中国産

のショウガの占めるシェアは38％弱、完全に市民権を持っています。その他ショウガについて

はタイの国が６トン程度、そして、かなりうまくないという評判のインドネシアのショウガが

約１トンというふうな状況になっています。そういう点で、今後のショウガ生産における我々

の役割、そういう偽装を許さない取り組みと同時に、我々自身が今国民から求められている栄

養食品というふうな観点から、ショウガへの育成、これは高く求められ、進めていかなければ

ならないテーマだと思っております。

では、本論に入ってまいります。高知新聞の人気番組と言ったらいいのでしょうか、出放題



－282－

の11月月間賞は、文言ではどのように表現されていましたか。また何を言いたかったか、どの

ように理解されたのでしょうか。高新の報道記事ではどのように報じていましたか。公立中学

校の体育系教諭の女生徒へのさわるマッサージ、学校のクラブ活動は学校行事であります。ま

してや、成長期を支える大きな行事、大きなプランであります。感受性が超感度のとき、この

時期に先生の行う行為は、生徒の成長にどのような影響を与えたと思いますか。顧問先生の要

望は拒絶できないという金縛りの術、広義でいうそんたくがあった。どのように受けとめられ

ていますか。また、その学校におけるクラブ活動、この位置づけはどうですか。学校の教育方

針はどのようになっていますか。学校の教育方針が狂っていたのでしょうか、そんなことはな

いと思います。どこかが狂っています。また、新聞報道ではどこの学校での出来事か、県教委

発表で定かではありません。わかりませんから一般的な教師像、懲戒免職となった１人の指導

者についてお尋ねをいたしています。

そんな中で、南国の議会でお尋ねをするわけでありますから、市教委の大野教育長にあって

は、全県の教育長を代表してお答えをいただくようなこととなっております。そのような行為

について、市教委は何も関知するところではないのでしょうか。あるいは、地教委はどうある

べきだったんでしょうか。また、懲戒処分については公表が原則であるのに、未発表というの

はどういうこと。どういう根拠があるのでしょうか、法的にあるということでしょうか。幾ら

ずる賢い人がいたとしても、初めから逃げ込むところを構えておくなどということは常道であ

ったらできません。

報道記事から察知するところ、一定長期の間、同一校で指導していたと思われる。そして成

績も一定よかったと思われます。そうでないと長期の教員の配置ということはあり得ません。

この長期の行動というふうなことで私がすぐ浮かんだのは、アメリカ映画の古参兵の出てくる

舞台と日本の映画で古参兵が出てくる舞台、役割というのがよくあったのは、アメリカの古参

兵は将軍に敬礼を教えた。日本の古参１等兵はアメリカは軍曹、日本では古参１等兵っていう

形で出てきますけれども、ここではやられたびんたを倍返しにして新兵を教育する。なんかこ

の古参１等兵のようなその先生を見なければならないというのは残念でほかありません。もち

ろん許された行為ではありません。そして、同一校に長期いるというその環境はよどみをつく

り、腐敗することは昔から言われてきたとおりであります。とおりであるということは言い過

ぎでしょうけれども、昔から言われてきた、言えばあり得ることというふうなことになってお

ります。そのこととあわせて、よどみを保証してきた人事権の行使、校長のバックアップ等が

あったのではないかというふうに推測できるわけであります。
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長期間における教師と長期間の校長とがタイアップするというようなことになりますと、絶

対的な権力となるのではないでしょうか。あるいはまた、権威と錯覚させるような環境がつく

られていませんでしたでしょうか。忠誠度を求める身辺整理が、そこに再任用制度があるとし

たらまさに御の字。校長が退職、そして再任用される。そして同一校で校長のまま居座るとい

うことがあるとしたら、問題が発生するのはある面、そりゃそうじゃろうとなるのではないで

しょうか。長期のよどみというのは、これはなかなか避けて通れない人間の弱み、それにつけ

込むいろんな環境がそれを保証していきます。

再任用制度は、年金制度や教師の不足等から生かされていますが、校長が同一校に居座るの

は居心地がよいからでしょうか。そうでなく、権力支配の永続化としか考えられません。ある

いは、その人でないと校長は務まらんということなのでしょうか。あるいはまた、校長のなり

手がないのでしょうか。ほかの教師では、校長になってはならないということでしょうか。再

任用制度は固定的な権力の行使、永続化ということは許されないことではないでしょうか。

市役所での再任用制度認識では、高齢化社会の到来に伴い、高齢者の知識、経験を社会にお

いて活用していくとともに、年金制度の改正に合わせ、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携

により支えることを目的としています、というふうに市役所のほうの再任用制についての認識

はこのように表現をしておりました。そして運用としては、有能な幹部職員づくりと再任用制、

これをマッチさせ、再任用の課長は平に返し、現場のレベルアップを図っていくという、そう

いう積極的な行動をとっているではありませんか。

一方、学校では、校長は居座り続ける。こんながあるか。何かあるのでしょうか、疑問であ

ります。そんなことが教育者としてのうのうとおれるずるさ、これはあきれ果てて物が言えま

せん。

次に、学校教育が国家統制のかなめ、道具とされていることを目の前にいたしました。１人

の教員の処遇が官報を通じて全国に振りまかれる。びっくりをしました。私学は別ですけれど

も、公教育の教師についてはそのようなことがされています。まさに、国家統制そのものに、

教育関係が置かれている。これと任用制とは、ぴったり呼吸を合わせたとしたら、これは極め

て危険であります。

次に、弱者の社会性、行動力を支えるコミュニティバスの運行はどうよ、ということであり

ますが。私は乗客の視点から、執行部の方は運搬、運ぶ、つまりその人たちの要望に応えて運

ぶことを目的とする発想、そこに矛盾はありませんけれども、私が求めたのは運行がスムーズ

に、そして病院が聖地、サロンとなっている事実から、またその利便性、さらに買い物ツアー
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ができるロマン性、これが今日的な運行の基本であると考えなければなりません。ただ運びゃ

いいというふうな問題ではなく、高齢化社会におけるコミュニティバスの運行は、そのような

温かみと気長な取り組みが求められていると思っています。

高知市がすぐばった、つまりやめた、ぐるりんバスは実に愉快でした。タクシーよりも背が

高いので別景色が目に広がり、なんか観光客の気分を満喫したものでした。別物ですが、昨年

の秋、私と２人の先輩、農協講習所の同期生で相部屋、３人の夫妻で毎年１泊旅行をして楽し

んでいますが、昨年は香川県ＪＲ丸亀駅から乗って約30分以上走ったと思いますが、100円。

えっ、どうしてそんな安いのと追加払いをしなければと思いました。だから私は、ぐるりんバ

スのようなスタイルで、料金は市内スリーコインを限度とした、採算性を最大テーマとはせず、

損をせず、喜んで大勢の方に乗ってもらう、それをかなめとした取り組みがあってもよいので

はないか。つまり、採算性を━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━、ともかくそれ

ばっかりを追求するというんでなくって、今の高齢化社会におけるコミュニティバスの性格、

そしてあるべき姿から見て、そのような観点が強く求められているということを再度強調して

いきたいと思います。

そういう立場から、コミュニティバスのプランについて拝聴したいと思っています。しゃく

し定規の発想ではなく、運行権は今までと違って業務委託でありますので、南国市の意向が生

かされる条件が広がっていると思います。今日はボランティアのガイドさんが乗ってくれて、

市内遊覧のような気分でバスが運行できた。あるいは、その地その地の方にガイドを頼む、そ

んなふうなロマン性を持った、そして味わい深いプランがこのコミュニティバスの中には今後

求められてくるテーマであります。今までとがらりと変えた視点から再出発策があれば、楽し

いと期待して答弁を待っています。

以上で、第１問の質問は終わります。難しい解釈をしなくていいように簡潔な答弁を求めて

おきます。

あ、御免なさい。初めの情勢の中で、私がどうしても触れておきたいと思いながら、大事に

取り扱い過ぎて裏の端へ置いておりました。タイトルはこうです。ショックから喜びへ、つま

り高知県のショウガのショックから今度は喜びを伝えて、そして皆さんと一緒に乾杯をしたい

と思っております。県内であるいは南国市内で、あり得ない出来事が発生しました。長岡三畠

の小田々善重、美佐子夫妻の和製種におけるコシヒカリが金賞を受けるということがありまし

た。すごいことです。市長のほうには、長岡農協の金堂さんと一緒に報告に参上されているよ

しでありますけれども。このことについて、小笠原治幸君に小田々さんってのはどうよってお
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聞きしますと、彼の言をかりれば本当に上手な稲作農家とのこと。私はこの小田々さんの条件

をつくり上げてきたのは三畠の農業をめぐる環境、早くからほ場整備がやられ、集落営農の条

件がもうすぐという環境がつくり出している、この農業を取り巻く豊かなプラン、豊かな構想、

そして集団の力、これが小田々さんのすぐれた稲作技術を保証したものと思っております。

さらに大切なのは、米の販売を全農任せにせず、自力販売を長岡農協はやってこられたこと

が小田々さんの腕をさらに引き上げ、うまい米をつくる喜びを育てたと思います。これを小田

々夫妻には市長に祝意の言葉をいただきたい、議場から南国市議会から小田々さんに喜びを伝

える、そんなことがあったら楽しいというふうに思っておりますので、市長にはその点よろし

くお願いします。ここを欲張ったもんですから抜かっておりました、御免なさいね。

ともかく、米で南国の百姓が金賞などは夢のまた夢、その夢物語でありましたから、私もつ

いほかほかになって抜かっておりました。改めて乾杯をしたいものであります。

では、１問目を終わります。

○議長（岡崎純男） 答弁を求めます。市長。

〔平山耕三市長登壇〕

○市長（平山耕三） 浜田議員さんの全国のコンクールで金賞についての祝意ということでご

ざいまして、このたび小田々善重さん及び美佐子さん御夫婦が栽培されております早場米のコ

シヒカリが全国の米食味分析鑑定コンクールで金賞をとられたということでございます。私の

元には、12月10日にＪＡ長岡の組合長金堂組合長と井口常務がともに来ていただきまして、小

田々さんも一緒にこちらへお越しいただきまして、ＪＡの金堂組合長と井口常務非常に喜んで

おりました。長岡で初めて金賞がとれた、特に南国市でも初めてではないかとすごく喜んでお

りまして。本人の小田々善重さん、御主人でございますが、ちょっと照れくさいような感じで

にこにこされていたところでございまして、これで南国市の米を発信できたらというふうなこ

とで品評会へ出しているように言われていたと思います。

こういったことで、南国市の米が全国のコンクールで認められたということでございまして

非常に喜ばしいことでございます。米どころと言いますと、もちろん日本では東北ということ

になってくるところでございまして、高知県でもやはり本山の天空の郷とか、四万十町の仁井

田米とか、そういった名が売れたところは高知県でも高度の高い所でございます。この南国市

の平野の中で、こういった金賞がとれるような米ができたということは、南国市にとってこの

後の可能性を感じさせられる非常にすばらしい出来事であったと思うところであります。この

南国市、土佐稲作発祥の地と言われているところでございますが、この南国市では今もちろん
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ほ場整備も進めているところであります。本日、前田議員からも御発言のありましたように、

農業の伸びしろがあるというこの農業につきまして、今後ますます発展が見込まれるその中で

ブランド米として育てていけるような可能性があるお米が育てられたということは、本当に誇

らしくうれしいことでございます。今後、この長岡の中で育てられましたこの金賞を受けまし

たコシヒカリ、この南国市の中で広大な国営のほ場整備を進めた中でのほ場で、たくさんの皆

様につくられて、南国市のブランド米として育っていきますことを心より御期待を申し上げま

して、私のお喜びの言葉とさせていただきたいと思います。本当に小田々御夫婦にはお喜びを

申し上げます。おめでとうございました。以上でございます。（拍手）

○議長（岡崎純男） 教育長。

〔大野吉彦教育長登壇〕

○教育長（大野吉彦） 浜田勉議員さんの御質問に御答弁申し上げます前に、浜田勉議員さん

におかれましては、くれぐれも体調にお気をつけられて御自愛くださいますようにお祈りいた

します。

それでは、御質問にお答えさせていただきます。

まず初めに、懲戒処分の公表についての御質問の件でございますが、県費負担教職員の任免、

分限、懲戒に関しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、都道府

県条例で定めることになっております。したがいまして、その公表基準につきましても、高知

県公立学校教職員の懲戒処分の公表について、に基づいて行われるものでございます。また、

公表の例外の判断基準等も示されておりまして、高知県教育委員会は今回の処分で男性教諭の

所属校などを公表すれば、被害生徒の特定につながるおそれがあり、非公表としたとの新聞報

道によりますと、御質問の事案につきましては、この例外の判断基準によるものであると思わ

れます。

したがいまして、高知県教育委員会が公表され、報道されている以外につきましては、私か

ら申し上げることはございませんので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、在職年数等を含めました県費負担教職員の人事異動につきましては、高知県教育委員

会の人事異動方針にもうたわれておりますが、高知県教育振興基本計画の基本理念のもと、学

校の目標の実現や課題の解決に向けて、教職員一人一人の特性や能力が十分に発揮できるよう

適材適所の配置を行い、全県的に教育水準を高めていくという高知県公立学校教職員人事異動

方針により、慎重かつ適切に行われてきているものと考えております。

さらに、県費負担教職員の再任用につきましても、法令や条例等に基づき、高知県教育委員
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会による適切な選考や任用がなされていると考えているところでございます。よろしくお願い

いたします。以上です。

○議長（岡崎純男） 企画課長。

〔松木和哉参事兼企画課長登壇〕

○参事兼企画課長（松木和哉） 浜田勉議員のコミュニティバスの運行についての御質問にお

答えをいたします。

浜田勉議員のほうからは、公共交通の利用者の立場で、高齢化が進む中で交通のあり方につ

いていろいろとお話をいただいたところです。地方におけます公共交通、特に路線バスを取り

巻く状況は、自家用車の普及また人口減少による利用者の減少によりまして収益性が低下し、

これに対応するための路線やダイヤの縮小を行うことにより利便性が低下し、これによりさら

なる利用者減少を招くという、いわゆる負のスパイラルに陥っております。この状況は、高知

県及び本市においても当てはまり、市民の路線バスに対する満足度は高くないというのが現状

でございます。

このような状況から、公共交通の利便性をどう高め、利用者をふやしていくか、また維持を

していくか、これを考えていくのがこれまでの公共交通に関する行政の大命題であったところ

です。しかしながら、この状況が長らく続く中で、路線バス事業者では人件費削減を中心とし

た合理化が進められまして、このことでなり手が減少し、現在の深刻な乗務員不足に直面をし

ております。この状況は、高知県内においても同様でございまして、市内バス路線を運行する

とさでん交通株式会社におきましては、過去３年間で本市の市内路線バスの約６倍に当たる路

線規模の縮小が行われてきましたが、これでもってもこの乗務員不足の解消には至らず、来年

９月末をもって本市の市内路線から退出するという意思が示されたところです。

このような経過から、年間延べ約４万人の市民が利用します市内バス路線を来年10月以降も

存続するために、車両を市で購入した上で運行事業者に貸与し、実際の運行業務は事業者に委

託するという、公有民営方式による路線定期運行のコミュニティバスの導入を予定しておると

ころです。コミュニティバスの採算性ということですけれども、路線バス事業者が退出すると

いうこの状況下におきましては、住民の移動手段を公共交通により確保する最終的な責任は行

政が負うべきであるという趣旨から、運行業務の委託を行うものでございます。

今後、利便性の向上や採算性のさらなる確保など、これから取り組むべき課題は多くござい

ますけれども、運輸業界全体が人手不足の現状にある中、市民の移動手段をどう確保し守って

いくか、現時点における最大の事業目的であると考えております。
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浜田勉議員のほうから高齢者にとって使いやすい、そして温かみのある交通にということで

ございましたので、これから取り組みをする中でそういった視点も大事にしながら、取り組み

を進めていきたいと考えております。以上でございます。

○議長（岡崎純男） 浜田勉議員。

○１７番（浜田 勉） 簡単なほうから済ませておきます。

今、企画課長のほうからは、年間４万人のバス利用が市民の、特に私が要望したのは、弱者

救済という言葉ではなくって、そういう高齢者の方が行動性がもてる、その条件を広げる、つ

まりうちでゴロゴロゴロゴロすなやと、外へ行ってぱっぱっとやれと、そしてサロンへ行って

コーヒーばあ一杯飲んでこいやというふうな、そういうふうなスタイルでなければ、おだぶつ

はすぐです。だから、おだぶつ防止は外へ出て人とものを言う、このことを抜きにして改善策

はないと思っておりますので。往来の自由は保障する、これは国民生活の基本、日本国憲法の

基本的な考えであります。それを行政が支えるっていうのは、課長のほうも行政が最後には支

えなければならないというふうな沈痛な言葉のようなことを言いましたが、行政がやるのは当

たり前というふうに乗り切った形で理解をしていただきたいと思います。

では、２番目の質問でありますけれども。高知新聞の出放題の11月月間賞は、文言ではどの

ように表現されていましたか、何を言いたかったかと理解されましたか。お答えはいただいて

おりません。お答えをしないつもりなのか、抜かったのかわかりませんけれども。これは高知

新聞の出放題というのは、まさにテレビでいう人気番組、そしてある簡潔な言葉の中で、ある

面ではとんちな部分が求められたり、あるいは粋な判断が求められたり、そしてわやにすなと

いうふうな思いを抱いたり、なかなかあの短い文章の中におもしろい、そして積極的な次への

テーマを引き出しております。そういう点で私は、この月間賞というのは、それなりのおもし

ろい意味合いと積極的な展望を示す、否定的にする場合はこれはどうよといってパンとはりま

わいてしまう、こういうふうな物すごい粋な内容だと思っておりますので、これについての理

解は論じていただきたいと思います。

その前に、私のこの息遣いに御配慮いただきましたこと、ありがとうございました。

そして、クラブ活動において生まれた、男の場合だったら血気盛んなという言葉があります

けれども、女の子の場合は感情豊かな、あるいは情緒が揺れ動くというふうな言葉でよく言わ

れますけれども、この人たち、そしてそのクラブ活動の位置づけ、学校の教育方針とはどうい

う関係であったのかということであります。

それと、教育長も県下の教育長にかわって答弁をせないきませんので、思慮深いものが求め
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られると思いますけれども、異動方針、学校の目標や適材適所であったという言葉でありまし

た。適切であったとしたら、こんなことあったのかっていうふうに妙に勘ぐってみたいような

ことであります。

それと、公表の話題についてお答えをいただきましたけれども、おそれがあり、ということ

が先に来て、同時に隠れみのがその場に同居しておるというふうな薫りがしてなりません。も

ちろん、教育的な配慮という視点からそのように申されたことでありましょうけれども、おそ

れがあり、というのを拡大をするとどうでもいいわけです。そして、その隣に大きな隠れみの

をつくっておればいいというふうに解釈されますので、私は、向後にあっては隠れみのに包み

込むような言動は避けていただきたいということを申しておきたいと思います。

そのことについての反論があれば結構です。あるいは、そのことについての御意見があれば、

またいただきたいと思います。

では、私が初め言ったように、適材適所であったとしたらそういうこの破廉恥な、昔だった

らエッチの範囲で済みましたが、そうはいかない今の状況の中で平然とやられた行為、これが

適材適所であったのか。そして教育方針、クラブ活動のあり方、その視点からどのようにお考

えなのか、これを言うてもらわんと質問に立った意味がありません。

○議長（岡崎純男） 教育長。

○教育長（大野吉彦） 先ほども御答弁申し上げましたとおり、高知県教育委員会は、今回の

処分で男性教諭の所属校などを公表すれば、被害生徒の特定につながるおそれがあり、非公表

としたとのいわゆる配慮をされておりますので、そのことは御理解いただきたいと思います。

それからもう一点の学校の教育方針ということでございますが、これはあくまでも私が現場

の校長をしているときの話でございますが、学校の教育方針を定めまして、クラブ活動、今は

部活動と言うんですが、部活動は学校の教育活動の１つの大きなウエートを占めておりまして、

きちっと位置づけをし、部活動の活動方針等も部活動顧問委員会を開き、生徒指導委員会を開

き、それによって行っております。

それから、教職員の人事異動につきましても、高知県教育委員会の人事異動方針に従いまし

て、県下一円の各学校がその学校の方針に従って教育活動をきちっと充実、実践することがで

きますよう教職員の配置をしているところでございますので、そのように御理解をお願いいた

したいと思います。以上です。

○議長（岡崎純男） 浜田勉議員。

○１７番（浜田 勉） じゃあ、もうこれでトリにしましょう。
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私は、隠れみのの問題を軸に話をしたつもりはございません。学校におけるクラブ活動、こ

れの持っている役割、そして育ちゆく若いエネルギー、これをどのように学校の中で成長を保

証するのか。そういう役割を持っているのがクラブ活動だと思っております。

では、その点でどのように位置づけがされておったのか。もちろんこれは例えば、大野先生

が在職中のときの学校ではどのような位置づけでクラブの役割があったのか、その中で成長し

ていく子供たちをどのように眺めておったのか、そこらあたりを言うていただきたい。

○議長（岡崎純男） 教育長。

○教育長（大野吉彦） 私が校長として、あるいは教諭として部活動に、教諭として直接携わ

っています時も同じでございますが、私は中学校教員でございましたので、中学生が心身とも

に健全に発達していく、これは学力と心の豊かさ、これは両輪でございますので、そのことが

両方が相まっていくことによって、人間としての成長をすることができていきます。

したがいまして、部活動は学校教育活動の一環としてきちっと位置づけをいたしまして、全

教職員が何らかの部活動に携わる。主顧問、副顧問、全ての教員が携わりまして、子供たちの

成長を間近に見、援助していくということで、各学校での取り組みを継続してきたところでご

ざいます。

子供たちの成長につきましては、皆様方も、議員の皆様もわかると思いますが、小学校の１

年生と６年生であれほど体が違います。ところが、中学校は部活動をやる、これによって１年

生と３年生の間ですけど、これもう物すごい成長が違ってきます。したがいまして、何らかの

部活動に入って体を動かす、そして友達との人間関係、先生との人間関係、応援してくださる

理解してくださる保護者との人間関係、そういうものを培っていくという部活動には教科の勉

強とはまた違った大きなウエートを占める部分がありますので、今後も南国市教育委員会とし

ましては大事にしていきたい、そのように考えております。以上でございます。

（「もう１つかね。終わり。そりゃあ、たまるか。じゃあ、ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり）

○議長（岡崎純男） 以上で通告による一般質問は終了いたしました。

これにて一般質問を終結いたします。

明15日と16日は休日のため休会とし、12月17日に会議を開きます。

12月17日の議事日程は、議案の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会

いたします。

御苦労さまでした。



－291－

午後２時16分 散会


